
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の改正について
（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正等）

平成28年４月１日施行

独立行政法人福祉医療機構
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改正の趣旨

社会福祉施設職員等退職手当共済制度（以下「退職手当共済制度」という。）は、社会福祉施設等
に従事する人材を確保し、福祉サービスの安定的供給と質の向上に資することを目的とした制度で
あり、職員処遇の確保に重要な役割を果たしているところです。

今回の退職手当共済制度の改正は、措置制度から契約制度への移行、多様な経営主体の参入など社
会福祉事業の供給の在り方が変容する中、社会福祉法人と他の経営主体とのイコールフッティングを図
り、国民に対し説明責任を果たせる制度とする必要があること、民間との均衡を考慮しつつ、職員の定
着に資するような制度設計とする必要があることから、退職手当金の給付水準の見直し、被共済職員期
間の合算制度の見直し、障害者関係の施設又は事業に係る公費助成の見直しを行うこととしたものです。

主な用語の説明

施設区分 解説

社会福祉施設等
共済法及び共済法施行令で定められている社会福祉施設及び特定社会福祉事業。
※経営者が使用する職員（加入要件を満たすものに限る）はすべて加入させ
なければならない施設・事業となります。（包括加入）

特定介護保険施設等

共済法及び共済法施行令に掲げる介護保険制度の対象となる高齢者関係の施
設・事業及び障害者支援施設、障害福祉サービスのうち、経営者が退職手当
共済契約の申込みにあたり独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」といい
ます。）に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出た（機構が承諾した
ものに限る。）もの。
※申出を行うか否かは共済契約者又は経営者の任意となります。

申出施設等
共済契約者である社会福祉法人が経営する社会福祉施設等及び特定介護保険
施設等以外の施設・事業のうち、当該共済契約者が機構に申し出たものであっ
て、機構が承諾した施設・事業。
※申出を行うか否かは共済契約者又は経営者の任意となります。

被共済職員 共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び
申出施設等職員。

法令の略称

共済法……社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）
施行令……社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令（昭和36年政令第286号）
施行規則……社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則（昭和36年厚生省令第36号）
社会福祉法等改正法……社会福祉法等の一部を改正する法律（平成28年３月31日法律第21号）
改正政令……社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経

過措置に関する政令（平成28年３月31日政令第185号）
改正省令……社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備等に関する政令（平成28年３月31日厚生労働省令第78号）
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改正のポイント

Ⅰ　給付水準の在り方の見直し

職員の定着に資するよう長期加入に配慮した給付水準に変更され
ます。（経過措置が講じられます） ☞　p.４

Ⅱ　被共済職員期間の合算制度の充実

合算の申出期間を、退職した日から起算して「２年以内」から「３
年以内」に変更されます。 ☞　p.７

Ⅲ　公費助成の在り方の見直し

障害者総合支援法等に関する施設・事業（児童福祉法に基づく障
害児を対象とする施設・事業を含む。）について、公費助成が廃止
されます。（経過措置が講じられます）

☞　p.８
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改正の趣旨・内容

社会福祉施設における職員の定着に資するよう、民間との均衡を考慮しつつ、長期加入者に
配慮した支給乗率となるよう改正されました。

○下図のとおり、支給乗率が変更となります。
（共済法第８条第１項、第２項、第３項、第４項及び第９条、共済法附則第３条、第４条及び第５条）

Ⅰ　給付水準の在り方の見直しについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計算基礎額　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

退職前６か月間の
平均本俸月額

計算
基礎額

～ 73,999 62,000
74,000～ 85,999 74,000
86,000～ 99,999 86,000
100,000～114,999 100,000
115,000～129,999 115,000

退職前６か月間の
平均本俸月額

計算
基礎額

130,000～144,999 130,000
145,000～159,999 145,000
160,000～174,999 160,000
175,000～189,999 175,000
190,000～204,999 190,000

退職前６か月間の
平均本俸月額

計算
基礎額

205,000～219,999 205,000
220,000～234,999 220,000
235,000～249,999 235,000
250,000～264,999 250,000
265,000～279,999 265,000

退職前６か月間の
平均本俸月額

計算
基礎額

280,000～299,999 280,000
300,000～319,999 300,000
320,000～339,999 320,000
340,000～359,999 340,000
360,000～ 360,000

支給乗率表（普通退職）
被共済
職員期
間（年）

退　職　日

平成28年
３月31日以前

平成28年
４月１日以降

1 0.540 0.5220
2 1.080 1.0440
3 1.620 1.5660
4 2.160 2.0880
5 2.700 2.6100
6 4.050 3.1320
7 4.725 3.6540
8 5.400 4.1760
9 6.075 4.6980
10 6.750 5.2200
11 7.992 7.7256
12 8.784 8.4912
13 9.576 9.2568

被共済
職員期
間（年）

退　職　日

平成28年
３月31日以前

平成28年
４月１日以降

14 10.368 10.0224
15 11.160 10.7880
16 11.952 13.3893
17 12.744 14.6421
18 13.536 15.8949
19 14.328 17.1477
20 18.900 20.4450
21 19.980 22.1850
22 21.060 23.9250
23 22.140 25.6650
24 23.220 27.4050
25 30.375 29.1450
26 31.725 30.5370

被共済
職員期
間（年）

退　職　日

平成28年
３月31日以前

平成28年
４月１日以降

27 33.075 31.9290
28 34.425 33.3210
29 35.775 34.7130
30 37.125 36.1050
31 38.250 37.1490
32 39.375 38.1930
33 40.500 39.2370
34 41.625 40.2810
35 42.750 41.3250
36 43.875 42.3690
37 45.000 43.4130
38 46.125 44.4570
39 47.250 45.5010

被共済
職員期
間（年）

退　職　日

平成28年
３月31日以前

平成28年
４月１日以降

40 48.375 46.5450
41 49.500 47.5890
42 50.625 48.6330
43 51.750 49.5900
44 52.875 49.5900
45 54.000 49.5900
46 55.125 49.5900
47 56.250 49.5900
48 57.375 49.5900
49 58.500 49.5900
50 59.625 49.5900
51 60.000 49.5900

支給乗率表（業務上の傷病又は死亡による退職）
被共済
職員期
間（年）

退　職　日

平成28年
３月31日以前

平成28年
４月１日以降

1 1.350 0.870
2 2.700 1.740
3 4.050 2.610
4 5.400 3.480
5 6.750 4.350
6 8.100 5.220
7 9.450 6.090
8 10.800 6.960
9 12.150 7.830
10 13.500 8.700
11 14.985 9.657
12 16.470 10.614
13 17.955 11.571

被共済
職員期
間（年）

退　職　日

平成28年
３月31日以前

平成28年
４月１日以降

14 19.440 12.528
15 20.925 13.485
16 22.410 14.877
17 23.895 16.269
18 25.380 17.661
19 26.865 19.053
20 28.350 20.445
21 29.970 22.185
22 31.590 23.925
23 33.210 25.665
24 34.830 27.405
25 36.450 29.145
26 38.070 30.537

被共済
職員期
間（年）

退　職　日

平成28年
３月31日以前

平成28年
４月１日以降

27 39.690 31.929
28 41.310 33.321
29 42.930 34.713
30 44.550 36.105
31 45.900 37.149
32 47.250 38.193
33 48.600 39.237
34 49.950 40.281
35 51.300 41.325
36 52.650 42.369
37 54.000 43.413
38 55.350 44.457
39 56.700 45.501

被共済
職員期
間（年）

退　職　日

平成28年
３月31日以前

平成28年
４月１日以降

40 58.050 46.545
41 59.400 47.589
42 60.000 48.633
43 60.000 49.590
44 60.000 49.590
45 60.000 49.590
46 60.000 49.590
47 60.000 49.590
48 60.000 49.590
49 60.000 49.590
50 60.000 49.590
51 60.000 49.590
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改正の経過措置

○平成28年３月31日までに退職した方は、改正後共済法の規定による支給乗率等を適用せ
ず、改正前の規定による支給乗率等を適用します。（改正法附則第28条第１項）

○平成28年３月31日に被共済職員であった方が、「平成28年４月１日以後に退職した場合」
又は「平成28年３月31日に被共済職員でなくなり、平成28年４月１日以後に再び被共済職
員となった上で退職した場合であって、かつ、その被共済職員期間が通算される場合」につ
いては、平成28年３月31日に退職したと仮定した場合に適用される現行共済法の規定に基
づき計算した額と、改正法が成立した場合の改正後の共済法の規定に基づき計算した額のい
ずれか多い額を退職手当金として支給します。（改正法附則第28条第２項）

※経過措置を踏まえた退職手当金の算定方法

計算基礎額 × 改正法による支給乗率 ＝ 退職手当金

退職前６か月の平均
本俸を「計算基礎額」
というランクに該当
させます。

被共済職員期間（年単位：端数月切
り捨て）に応じて法律で定める乗率

計算基礎額 ×
改正法の施行日前日に退職
したと仮定した場合に適用
される旧共済法の支給乗率

＝ 退職手当金

退職前６か月の平均
本俸を「計算基礎額」
というランクに該当
させます。

被共済職員期間（年単位：端数月切
り捨て）に応じて法律で定める乗率

Ⅰ　給付水準の在り方の見直しについて

これらの取扱いについては、「計算例」（p.6）も併せてご参照下さい

どちらか多い金
額が退職手当金
となります。

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭
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【計算例】
平成20年４月１日に加入し、平成30年３月31日に退職（被共済職員期間は10年）、退職時の
本俸が220,000円だった方の場合

計算基礎額 × 改正法による支給乗率 ＝ 退職手当金

220,000円 改正後の支給乗率10年
5.22

1,148,400円

計算基礎額 ×
改正法の施行日前日に退職
したと仮定した場合に適用
される旧共済法の支給乗率

＝ 退職手当金

220,000円 制度改正前日退職と仮定するので
支給乗率は８年：5.4

1,188,000円

平成14年４月１日に加入し、平成29年３月31日に退職（被共済職員期間は15年）、退職時の
本俸が300,000円だった方の場合

計算基礎額 × 改正法による支給乗率 ＝ 退職手当金

300,000円 改正後の支給乗率15年
10.788

3,236,400円

計算基礎額 ×
改正法の施行日前日に退職
したと仮定した場合に適用
される旧共済法の支給乗率

＝ 退職手当金

300,000円 制度改正前日退職と仮定するので
支給乗率は14年：10.368

3,110,400円

退職手当金支給については、平成13年改正及び平成18年改正の経過措置についても勘案されます。

Ⅰ　給付水準の在り方の見直しについて

いずれか比較し
て高い方となり
ますので、退職
手当金は改正前
の支給乗率を採
用した
1,188,000円
となります。

いずれか比較し
て高い方となり
ますので、退職
手当金は改正後
の支給乗率を採
用した
3,236,400円
となります。

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭
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Ⅱ　被共済職員期間の合算制度の充実 

改正の主旨・内容

出産、育児、介護その他の理由により退職した職員が社会福祉事業の職場に復職しやすい環
境を整え、社会福祉事業の職場への定着を促進する観点から、被共済職員期間の合算制度をよ
り利用しやすい仕組みとすることを目的としています。

被共済職員が退職した日から「２年以内」に再び被共済職員になった場合、前後の被共済職
員期間を合算する規定について、期間を「３年以内」とします。（共済法第11条第８項）
※平成28年４月１日以後に退職する場合に適用されます。（共済法附則第28条第１項）

〔イメージ〕

共済契約者Ａ

退職日H29.3.31 H32.3.30までに加入

共済契約者Ｂ

共済契約者Ａと共済契約者Ｂで従事した被共済職員期間の合算ができます
（○年+△年が通算の被共済職員期間となります）

被共済職員期間（○年） 被共済職員期間（△年）
退職日から

１日以上３年以内に
復帰
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改正の主旨・内容

障害者総合支援法等に関する施設・事業（児童福祉法に基づく障害児を対象とする施設・事
業を含みます。以下「障害者支援施設等」といいます。）については、他の経営主体とのイコー
ルフッティングの観点などから、公費助成の在り方が見直されました。

○障害者支援施設等について、「社会福祉施設等」から「特定介護保険施設等」に変更され
ます。
※以下の施設区分のとおり変更となります。
（共済法第２条第１項、第２項、第３項第１号、第３項第２号、第３項第５号及び第３項第６号）

【障害者支援施設等における４月１日以降の施設区分】
区分 社会福祉施設等 特定介護保険施設等

児童福祉法に関係す
る施設等

乳児院
母子生活支援施設
保育所
児童養護施設
情緒障害児短期治療施設
児童自立支援施設
児童自立生活援助事業
小規模住居型児童養育事業
幼保連携型認定こども園
小規模保育事業

障害児入所施設
障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等
デイサービス、保育所等訪問支援　等）

身体障害者に関係す
る施設等

視聴覚障害者情報提供施
設（点字出版施設を除く）
身体障害者福祉センター
の地域活動支援センター
の事業に相当する事業
※変更はありません

障害者総合支援法に
関係する施設等

障害者支援施設
居宅介護事業
行動援護事業
重度訪問介護事業
重度障害者等包括支援事業
短期入所事業
生活介護事業
療養介護事業

自立訓練事業
就労移行支援事業
就労継続支援事業
共同生活援助事業
同行援護事業
移動支援事業
福祉ホーム
地域活動支援センター

Ⅲ　公費助成の在り方の見直し
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経過措置

○平成28年３月31日までに被共済職員であり、４月１日以降も同一の共済契約者に継続し
て使用され、障害者支援施設等の業務に常時従事している方は、「社会福祉施設等職員」と
みなされます。
（共済法附則第29条）

【経過措置のイメージ】

包括加入の特例

○平成28年３月31日までに、機構に対し、施行規則で定められた届出（以下、「非加入届」
といいます。）を行った場合、平成28年４月１日以後、新たに共済契約者に使用され、障害
者支援施設等の業務に常時従事することとなった方については、被共済職員でないものとし
ます。
（共済法附則第26条第２項、施行規則附則第２条）

・非加入届での提出期限は平成28年３月31日までとなっており、現在は提出できません。
・なお、非加入届は取り下げることができます。取り下げを希望する場合は、機構にご相談ください。

Ⅲ　公費助成の在り方の見直し

障害者支援施設等に在籍
☞身分は社会福祉施設等職員

これらの取扱いに伴う職員の異動時の取扱いについては、「よくある質問」（p.21～22）を併せてご参照ください

これらの取扱いに伴う掛金については、「掛金の取扱い」（p.14）をご参照ください

これらの取扱いについては、「よくある質問」（p.19）も併せてご参照ください

引き続き同じ共済契約者の障害者支援施設等に在籍
☞社会福祉施設等職員とみなされます

平成28年4月1日以後新規採用職員
☞特定介護保険施設等職員

Ｈ28.3.31 Ｈ28.4.1

【制度改正前は社会福祉施設】 【制度改正後は特定介護保険施設】

改正後は特定介護保険施設となるので、改正後以後共済
契約者に採用された方（他法人からの転職を含む）は特
定介護保険施設等職員となり、公費助成はなされません

社会福祉施設等職員とみなされることで、公費助成
は維持されます。
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障害者支援施設等における掛金の考え方

平成28年４月１日以降の障害者支援法施設等における掛金の考え方は以下のとおりです。

特定介護保険施設等職員に位置付けられ、掛金
額については、単位掛金額に３を乗じて得た額
となります。
（単位掛金額×３）

法施行後も同一の共済契約者に継続して使用さ
れる間※、社会福祉施設等職員とみなされ、公的
助成が維持されるため、単位掛金額となります。
（※同一の共済契約者に継続して使用される場合であって
も、契約対象外施設へ異動した場合は経過措置の対象か
ら外れます）

平成28年４月１日以後に
新たに採用された職員
（他の共済契約者からの転籍の職
員を含む）

平成28年３月31日以前よ
り在籍している職員
（同一共済契約者に雇用され、障
害者支援施設等に在籍している
職員）

掛金の取扱い
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障害児入所施設の取扱い

○障害児入所施設において、措置がとられている児童に係る業務に従事することを要する者
にかかる部分（措置入所障害児関係業務従事職員数）は、公費助成の対象となります。
（共済法第18条、施行令第６条２、施行令第８条、施行令経過措置第７条第１項及び施行規
則第８条の２）

【措置入所障害児関係業務従事職員数の算出方法】

措置入所障害児
関係業務従事者数 ＝ 障害児入所施設における

被共済職員数 × 措置入所障害児
関係業務割合

措置入所障害児関係業務割合の算出式は……

措置入所障害児
関係業務割合 ＝ 措置入所児童数 ÷ 児童数

事業年度の前年度の各月における措置
入所児童数の合計

事業年度の前年度の各月
における児童数の合計

掛金の取扱い
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共済契約者が支払うべき掛金は、既加入職員12名については経過措置の適用を受け単位掛金
額となり、平成28年４月１日以後新規加入者8名が単位掛金額×３となりますが、障害児入
所施設においては、以下の計算によることとなります。

【障害児入所施設における掛金の算出例】
障害児入所施設において、下記のとおりの児童数であり、被共済職員20名（うち既加入職員
12名、平成28年４月１日以後新規加入者８名）の場合

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

措置入所
児童数 42 42 42 42 42 42 45 45 45 45 45 45 522

児童数 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

共済契約者が支払うべき掛金は、
・措置入所障害児関係業務従事職員数分として17名の単位掛金額と、
・被共済職員数20名と17名の差分である３名が単位掛金額×３となります。

※措置入所障害児関係業務従事職員数は掛金納付対象職員届での報告が必要となります。

掛金の取扱い

措置入所障害児
関係業務割合

＝ 措置入所児童数 ÷ 児童数

87％ 522 600

措置入所障害児
関係業務従事職員数

＝ 障害児入所施設
被共済職員数

× 措置入所障害児
関係業務割合

17人（端数切り捨て） 20 87％

措置入所障害児
関係業務従事職員数

＞ 被共済職員数のうち
既加入職員

×
比較して、どちらか
大きい方がその施設
における公費助成の
対象数となります17人 12人

手順１
昨年度の入所者数（入所児童数及び措置入所児童数）を合計します。

手順２
右記の算出式により、
「措置入所障害児関係
業務割合」を算出し
ます。

手順３
被共済職員数に措置
入所障害児関係業務
割合を乗じて措置入所
障害児関係業務従事
職員数を算出します。

手順４
被共済職員数のうち、
既加入職員（公費助成
対象職員）と措置入所
障害児関係業務従事
職員数を比較します。
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障害福祉サービス等と特定社会福祉事業をひとつの事業所で実施する場合の取扱い

○障害児通所事業、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立支援、
就労支援、短期入所、重度障害者等包括支援を行う事業所であって、特定社会福祉事業（児
童自立生活援助事業、小規模居住型児童養育事業、認定生活困窮者就労訓練事業及び小規模
保育事業）を併せて事業を行っている場合、特定社会福祉事業の割合が１/３以上である場合、
特定職員数分は、公費助成の対象となります。
（共済法第18条、施行令第６条２、施行令第８条、施行令経過措置第７条第２項及び施行規
則第９条）

上記のように、障害福祉サービス等と社会福祉業をひとつの事業所で実施しており、かつ、
組織的に区分することが可能であれば特段のお手続きは不要です。不可能な場合にのみ特定社
会福祉事業の割合を算出し特定職員数のご報告が必要となります。その際は退職共済課あてご
相談ください。

掛金の取扱い
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共済契約者が納付する掛金は、共済契約者が掛金納付対象職員届に記載した職員数を基に算
出します。
掛金は、施設区分、制度改正経過措置によって異なりますので、以下をご参照ください。

掛金の取扱い

①被共済職員×単位掛金額

②被共済職員×単位掛金額×３

③平成18年３月31日までに加入した被共済
職員×単位掛金額

⑤平成28年３月31日までに加入した被共済
職員×単位掛金額

⑦平成28年３月31日までに加入した被共済
職員と措置入所障害者関係業務従事職員数を
比較してどちらか多い数×単位掛金額

④平成18年４月１日以降に加入した被共済職
員×単位掛金額×３

⑥平成28年４月１日以降に加入した被共済職
員×単位掛金額×３

⑧⑦により得られた数を控除した数×単位掛
金額×３

※平成18年３月31日までに加入し、引き続き同一
法人に使用される特定介護保険施設等職員（介護
保険制度に関する高齢者施設・事業に従事する者）
は、公費助成が継続されています。

※改正法の施行日前日までに加入し、引き続き同
一法人に使用される特定介護保険施設等職員（障
害者支援法施設等に従事する者）は、公費助成が
継続されます。

社会福祉施設等

申出施設等

特定介護保険施設等
のうち

特養等高齢者施設・事業

特定介護保険施設等
のうち

障害者支援施設等
障害者関連施設

（障害児入所施設を除く）

特定介護保険施設等
のうち

障害児入所施設

①～⑧の合計額が
共済契約者が納付
する掛金額

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭
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掛金の計算例

障害者支援施設（制度改正対象）Ａと保育所（社会福祉施設等）Ｂと相談支援事業（申出施設）
Ｃの３施設・事業を経営している場合

障害者支援施設ＡにおけるH28.4.1職員状況

H28.3.31より引き続き勤務･････････････ 16名

保育所より配置換･･････････････････････ １名

相談支援事業より配置換････････････････ ２名

H28.4.1新規採用･･････････････････････ ２名

合計：1,117,500円

保育所ＢにおけるH28.4.1職員状況

H28.3.31より引き続き勤務･････････････ 15名

H28.4.1新規採用･･････････････････････ ２名

合計：759,900円

相談支援事業CにおけるH28.4.1職員状況

H28.3.31より引き続き勤務･････････････ １名

H28.4.1新規採用･･････････････････････ ２名

合計：402,300円

法人の掛金額合計：2,279,700円

掛金の取扱い

経過措置対象のため単位掛金額

経過措置対象のため単位掛金額

経過措置対象のため単位掛金額

社会福祉施設等は単位掛金額

申出施設は単位掛金額×３

制度改正後加入は単位掛金額×３

社会福祉施設等は単位掛金額

申出施設は単位掛金額×３

16名×44,700円
＝715,200円
１名×44,700円
＝44,700円
２名×44,700円
＝89,400円

15名×44,700円
＝670,500円

１名×44,700円×３
＝134,100円

２名×44,700円×３
＝268,200円

２名×44,700円
＝89,400円

２名×44,700円×３
＝268,200円
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平成28年４月１日以降に新設する障害者支援施設等の加入について

○障害者支援施設等は特定介護保険施設等に施設区分が変更となったことから、平成28年４
月１日以後新たに設置する障害者支援施設等を共済制度に加入させるかどうかは、共済契約
者の任意となります。

契約の解除について

障害者支援施設等においては、共済法第６条第５項による解除のほか、平成28年４月１日以
後新規採用した職員に関する部分の退職手当共済契約を解除することが可能となります。

○障害者支援施設等において、平成28年４月１日以後の障害者支援施設等における新規採用
職員全員の同意を得た場合には、同意を得た新規採用職員に関する部分の退職手当共済契約
を解除することができます。
（改正法附則第30条第１項）

加入・脱退（契約解除）の見直し
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ここでは、制度改正におけるよくある質問を掲載しました。ぜひご参照ください。
また、21～22ページにおいては、具体的な事例をよくある質問として掲載しております。併
せてご参照ください。

【質問①】
退職手当共済制度で「公費助成」という言葉をよく聞きますが、公費助成とは何でしょう
か？

【回答】
○公費助成とは、退職手当共済制度における退職手当金支給財源として支出されている国及
び都道府県からの補助をいいます。当制度における支給財源は、原則として、国、都道府県
及び共済契約者の３者負担となっています。

○ただし、特定介護保険施設等職員（制度改正に伴う経過措置により、引き続き公費助成の
ある者を除きます）及び申出施設等職員に係る支給財源については、国及び都道府県の補助
はなく、共済契約者の掛金のみで賄われています。

※現在、公費助成の対象となる「社会福祉施設等」に位置付けられている障害者総合支援法
等に関する施設・事業（障害児に係る施設・事業を含みます。以下「障害者支援施設等」と
いいます。）は、「特定介護保険施設等」に位置付けが変わります。

よくある質問

①社会福祉施設等
……保育所、障害者支援施設等など

②特定介護保険施設等
……特別養護老人ホームなど

②申出施設等
……介護老人保健施設など

①社会福祉施設等
……保育所など

②特定介護保険施設等
……特別養護老人ホーム、障害者支
援施設等など

②申出施設等
……介護老人保健施設など

（改正法施行前） （改正法施行後）
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【質問②】
社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等の施設に在籍する被共済職員につい
て、それぞれ公費助成の有無はどうなりますか？

【回答】
○それぞれの施設区分による公費助成は以下のとおりとなります。
・社会福祉施設等（保育所等）
→公費助成対象です
・特定介護保険施設等（介護保険施設等、障害者支援施設等）
→原則、公費助成対象外です
・申出施設等（社会福施設等及び特定介護保険施設等以外)
→公費助成対象外です

○特定介護保険施設等に位置づけられる施設等の公費助成の有無について整理すると、
①介護保険制度の対象となる高齢者関係の施設・事業（介護保険施設等）（平成18年４月
１日から公費助成廃止）
ア．平成18年４月１日以降に介護保険施設等に採用された方
→公費助成対象外です
イ．平成18年３月31日までに被共済職員であった方
→公費助成対象です※

②障害者支援施設等（※改正法により、従来と取扱いが変わります）
ア．改正法の施行日以降に障害者支援施設等に採用される方（以下「改正法施行後採用
職員」といいます。）
→公費助成対象外です
イ．改正法の施行日前日の時点で被共済職員である方（以下「改正法施行前既加入職員」
といいます。）
→公費助成対象です※

※「平成18年３月31日までに被共済職員であった方」及び「改正法施行前加入職員」につ
いては、経過措置により、同一法人の共済契約対象施設・事業に従事している間のみ公費
助成対象となります。

よくある質問
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【質問③】
公費助成廃止の対象となっている障害者支援施設等において、平成28年４月１日以後に採
用する職員を非加入とすることが可能となる措置が講じられると聞きました。どのような手
続きですか？

【回答】
○障害者支援施設等を経営している共済契約者が、平成28年３月31日までに福祉医療機構に
対して届出（以下「非加入届」といいます。）を行った場合、平成28年４月１日以後は、改
正法施行前既加入職員についてのみ退職手当共済制度に継続加入し、改正法施行後採用職員
については退職手当共済制度に加入させないことができます。

○なお、非加入届は平成28年３月31日までの手続きとなりますので、それ以降に非加入届を
提出し、平成28年４月１日以後新規採用する職員を非加入とすることはできません。

【質問④】
障害者支援施設等が「社会福祉施設等」から「特定介護保険施設等」に区分変更されますが、
どのような手続きが必要なのでしょうか？

【回答】
○退職手当共済制度は、職員処遇の確保にあたって重要な役割を担っているものです。その
重要性を踏まえ、引き続き、改正法案施行後採用職員を退職手当共済制度に加入させる場合
には、例年行われる通常の手続き以外に、特段の手続きは必要ありません。

よくある質問
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【質問⑤】
改正法の施行日以降において、改正法施行前既加入職員が非加入届を行った障害者支援施
設等（特定介護保険施設等）へ配置換えとなった場合、公費助成は続きますか？

【回答】
○改正法施行前既加入職員が、非加入届により改正法施行後採用職員を加入させないことと
した障害者支援施設等（特定介護保険施設等）に異動（配置換）しても、引き続き公費助成
の対象となります。

【質問⑥】
改正法の施行日の前日までにあらかじめ福祉医療機構に対して非加入届を行う方法以外
に、改正法施行日後の障害者支援施設等の新規採用職員を退職手当共済制度に加入させない
方法はありますか？

【回答】
○非加入届を行っていない障害者支援施設等において、改正法施行後採用職員であって、制
度に加入している職員（以下「改正法施行後加入職員」といいます。）全員の同意を得た場合
には、改正法施行後加入職員部分の退職手当共済契約を解除することができます。

よくある質問
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【質問⑦】
改正法の施行日の前日に「Ｃ相談支援事業」に従事していた職員が、改正法案の施行日に

「Ａ障害者支援施設」に配置換えになった場合は、公費助成の対象となりますか？

【回答】
○改正法の施行日前日に「Ｃ相談支援事業」に従事していた職員は、改正法施行前既加入職
員（質問②参照）となるため、公費助成対象となります。

【質問⑧】
改正法の施行日の前日に「Ｄ相談支援事業」に従事していた職員が、改正法施行日に「Ａ
障害者支援施設」に配置換えになった場合は、公費助成の対象となりますか？

【回答】
○「Ｄ相談支援事業」は退職手当共済制度未契約であるため、改正法の施行日の前日より職
員として従事していたとしても、その事業に従事する職員は改正法施行前既加入職員となら
ず、公費助成の対象とはなりません。

改正法の施行前から退職手当共済制度に加入している社会福祉法人が、以下の４施設等を
運営している場合の職員の配置換（異動）についての質問をまとめています。
【前提】
Ａ障害者支援施設（社会福祉施設等から特定介護保険施設等へ位置付けが変更）
Ｂ保育所（社会福祉施設等）
Ｃ相談支援事業（申出施設等）
Ｄ相談支援事業（未契約施設）

よくある質問
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【質問⑨】
改正法の施行日に「Ｂ保育所」で採用となった職員が、その１か月後に「Ａ障害者支援施設」
に配置換えになった場合は、公費助成の対象となりますか？

【回答】
○この職員は、改正法施行前既加入職員ではないことから、公費助成の対象とはなりません。

【質問⑩】
改正法の施行前日時点で「Ａ障害者支援施設」に従事していた被共済職員が、改正法の施
行日に「Ｄ相談支援事業」に配置換えになり、その１か月後に「Ａ障害者支援施設」に復帰
した場合は、公費助成の対象となりますか？

【回答】
○「Ｄ相談支援事業」は退職手当共済制度未契約であり、改正法施行前既加入職員の経過措
置から外れるため（質問②※参照）、「Ａ障害者支援施設」に復帰した場合でも、公費助成の
対象とはなりません。

【質問⑪】
改正法の施行日の前日に退職をするまで「Ａ障害者支援施設」に在籍していた職員が、そ
の１か月後に退職手当共済制度に加入する他の社会福祉法人が経営する障害者支援施設に加
入した場合は、公費助成の対象となりますか？

【回答】
○改正法施行前既加入職員の経過措置は、同一法人の共済契約対象施設・事業に従事してい
る間のみ適用されるものであり、他の社会福祉法人には引き継がれません。そのため、合算
の要件を満たせば、被共済職員期間の合算は可能ですが、公費助成の対象とはなりません。

よくある質問
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社会福祉施設職員等退職手当共済法
（昭和三十六年六月十九日法律第百五十五号）	

最終改正：平成二八年三月三十一日法律第二十一号

第一章　総則（第一条・第二条）
第二章　退職手当共済契約（第三条―第六条）
第三章　退職手当金（第七条―第十四条）
第四章　掛金（第十五条―第十七条）
第五章　国及び都道府県の補助（第十八条・第十九条）
第六章　雑則（第二十条―第二十九条）
附則

第一章　総則
（この法律の目的）
第一条　この法律は、社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を
経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員、特定
社会福祉事業に従事する職員及び特定介護保険施設等の職員について退職手当
共済制度を確立し、もつて社会福祉事業の振興に寄与することを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において「社会福祉施設」とは、次に掲げる施設をいう。
一　生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第四十一条第二項の規定に
よる認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設
二　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十五条第四項の規定に
よる認可を受けた乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、情緒
障害児短期治療施設及び児童自立支援施設
三　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
（平成十八年法律第七十七号）第十七条第一項の規定による設置の認可を受
けた幼保連携型認定こども園
四　老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第十五条第四項の規定によ
る認可を受けた養護老人ホーム
五　その他前各号に準ずる施設で政令で定めるもの
２　この法律において「特定社会福祉事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一　児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がされた児童自立生活
援助事業及び小規模住居型児童養育事業
二　生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第十条第三項に規定
する認定生活困窮者就労訓練事業
三　その他政令で定める社会福祉事業
３　この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施設又は事業の
うち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構
（以下「機構」という。）に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの
（第四条の二第一項の規定により機構が承諾したものに限る。）をいう。
一　児童福祉法第三十四条の四第一項の規定による届出がされた障害児通所支
援事業
二　児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設
三　老人福祉法第十四条の規定による届出がされた老人居宅生活支援事業のう
ち老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人
共同生活援助事業
四　老人福祉法第十五条第四項の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム
五　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第六十二条第一項の規定によ
る届出がされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（平成十七年法律第百二十三号）に規定する障害者支援施設
六　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条
第二項の規定による届出がされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重
度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移
行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業及び移動支援事業
七　その他前各号に準ずる施設又は事業であつて政令で定めるもの
４　この法律において「申出施設等」とは、共済契約者が経営する社会福祉施設、
特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等以外の施設又は事業のうち当該共済
契約者が機構に申し出たものであつて第四条の二第一項の規定により機構が承
諾したものをいう。
５　この法律において「経営者」とは、社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特
定介護保険施設等を経営する社会福祉法人をいう。

６　この法律において「社会福祉施設等職員」とは、経営者に使用され、かつ、
その者の経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に常時従事するこ
とを要する者をいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者（その者
が一年以上引き続き使用されるに至つた場合を除く。次項ただし書及び第八項
ただし書において同じ。）を除く。
７　この法律において「特定介護保険施設等職員」とは、経営者に使用され、か
つ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設
等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のも
のをいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者を除く。
８　この法律において「申出施設等職員」とは、共済契約者に使用され、かつ、
その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業、特定介護保険施設等又は
申出施設等（以下「共済契約対象施設等」という。）の業務に常時従事するこ
とを要する者であつて社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設等職員以外の
ものをいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者を除く。
９　この法律において「退職手当共済契約」とは、経営者が、この法律の定める
ところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用す
る社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、
この法律の定めるところにより退職手当金を支給することを約する契約をい
う。
10　この法律において「共済契約者」とは、退職手当共済契約の当事者である経
営者をいう。
11　この法律において「被共済職員」とは、共済契約者に使用される社会福祉施
設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員をいう。
12　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の経営者に変更が生じた場合において、
変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を締結しており、かつ、変
更後の経営者がその変更時から退職手当共済契約を締結したときは、変更前の
経営者に係る被共済職員で引き続き変更後の経営者に係る被共済職員となつた
ものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き続き変更後の経
営者に係る被共済職員であつたものとみなす。
13　特定介護保険施設等又は申出施設等である施設又は事業の経営者に変更が生
じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を締結
しており、かつ、変更後の経営者がその変更時に当該施設又は事業について第
三項又は第四項の規定による申出をしたときは、変更前の経営者に係る特定介
護保険施設等職員又は申出施設等職員で引き続き変更後の経営者に係る被共済
職員となつたものは、変更前の経営者に係る被共済職員となつた時から引き続
き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。

第二章　退職手当共済契約
（契約の締結）
第三条　機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶して
はならない。
一　契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退職手当共済
契約を解除され、その解除の日から起算して六月を経過しない者であるとき。
二　契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合において、そ
の者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金（割増金を含む。）
があるとき。
三　契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設
等職員につき、中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）の規
定による退職金共済契約が締結されているとき。
四　前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

（契約の成立）
第四条　退職手当共済契約は、機構が契約の申込みを承諾したときは、その申込み
の日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
２　退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被
共済職員に通知しなければならない。

（申出の承諾等）
第四条の二　機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設等又は申出施
設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。
一　当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付されていな
い掛金（割増金を含む。）があるとき。
二　前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。
２　機構が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る特定介護保険施
設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特定介護保険施設等又は
申出施設等となつたものとみなす。

社会福祉施設職員等退職手当共済法等
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３　機構が第一項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅滞なく、そ
の旨を被共済職員に通知しなければならない。

（被共済職員等の受益）
第五条　被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。
（契約の解除）
第六条　機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合を除いては、
退職手当共済契約を解除することができない。
２　機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなけれ
ばならない。
一　共済契約者が、経営者でなくなつたとき。
二　共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。
三　共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、中小企業
退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。

３　機構は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行為をしたと
き、又は共済契約者の代表者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、
当該共済契約者の業務に関して、同条第三号の違反行為をしたときは、当該退
職手当共済契約を解除することができる。
４　共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済
契約を解除することができる。
５　共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従
事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち
当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
６　退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。
７　機構は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除したときは、
当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければならない。

第三章　退職手当金
（退職手当金の支給）
第七条　機構は、被共済職員が退職（被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三
号又は第三項から第五項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由
により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。）したときは、その者（退
職が死亡によるものであるときは、その遺族）に対し、退職手当金を支給する。
ただし、被共済職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、
この限りでない。

（金額）
第八条　退職した者の被共済職員期間が一年以上十年以下である場合における退職
手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の
年数を乗じて得た額に百分の六十を乗じて得た額とする
２　退職した者の被共済職員期間が十一年以上十五年以下である場合における退
職手当金の額は、前項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員
期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額と
する。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の八十
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の八十八
３　退職した者の被共済職員期間が十六年以上十九年以下である場合における退
職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職
員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額
とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の九十九
三　十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百四十四
４　退職した者の被共済職員期間が二十年以上である場合における退職手当金の
額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次
の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
三　十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
四　二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百
五　二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十
六　三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

第九条　業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の障害の状態になつた
ことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が一
年以上十九年以下である場合における退職手当金の額は、前条第一項から第三
項までの規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、そ
の者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて
得た額の合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二　十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十
三　十六年以上十九年以下の期間については、一年につき百分の百六十

第九条の二　前二条の規定により計算した退職手当金の額が、第八条第一項の規定

に基づく政令で定める額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定
にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当金の額とする。

（遺族の範囲及び順位）
第十条　第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲
げる者とする。
一　配偶者（届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と
同様の事情にあつた者を含む。）
二　子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてそ
の収入によつて生計を維持していたもの
三　前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつ
て生計を維持していた親族
四　子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
２　退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項
第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に規定する順序によ
る。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母
については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父
母の順序による。
３　前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あ
るときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支給する。

（被共済職員期間の計算）
第十一条　被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共
済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までを
これに算入する。
２　前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済
職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、その者が当該共済契約対
象施設等の業務に従事した日数が十日以下である月があるときは、その月は、
同項の規定にかかわらず、被共済職員期間に算入しない。
３　被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該共済契約対
象施設等の業務に従事しなかつた期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第二
号に規定する介護休業により当該業務に従事しなかつた期間並びに女子である
被共済職員が出産前六週間（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）及び出産
後八週間において当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用につい
ては、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。
４　被共済職員が次に掲げる休業により当該共済契約対象施設等の業務に従事し
なかつた場合には、前二項の規定にかかわらず、当該業務に従事しなくなつた
日の属する月から当該業務に従事することとなつた日の属する月までの間の月
数の二分の一に相当する月数は、被共済職員期間に算入する。ただし、当該業
務に従事しなくなつた日又は当該業務に従事することとなつた日の属する月が
前三項の規定により被共済職員期間に算入されるときは、その月については、
この限りでない。
一　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第二条第一号に規定する育児休業（同法附則第二条に規定する事業所の労働
者に係る育児休業等に関する法律の一部を改正する法律（平成七年法律第
百七号）第一条の規定による改正前の育児休業等に関する法律第二条第一項
に規定する育児休業に相当する休業を含む。）
二　旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護
婦、保母等の育児休業に関する法律（昭和五十年法律第六十二号）に規定す
る育児休業に相当する休業

５　被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共済職員とな
つた場合において、その月がその被共済職員でなくなつたことによつて支給さ
れる退職手当金の計算の基礎となつているときは、その月は、第一項の規定に
かかわらず、その被共済職員となつた後の期間に係る被共済職員期間に算入し
ない。
６　引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第六条第二項第二号若しくは第
三号又は第三項から第五項までの規定によつて退職手当共済契約が解除された
ことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でな
くなつた日から起算して一箇月以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年
以上被共済職員であつたときは、第一項の規定の適用については、その者は、
その間引き続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でな
くなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内にさらに被
共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、前後の各期間
につき前五項の規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
７　引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営す
る共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務に常時従事することを要する
ものとなつたことその他これに準ずる理由として政令で定める理由により退職
した場合において、その者が、退職した日から起算して五年以内に、退職手当
金を請求しないで再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、前後
の各期間につき第一項から第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間
を合算する。
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８　前項の規定による場合のほか、引き続き一年以上被共済職員である者が退職
した場合（第十三条第一項に該当する場合を除く。）において、その者が、退
職した日から起算して三年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員
となり、かつ、その者が機構に申し出たときは、前後の各期間につき第一項か
ら第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
９　被共済職員期間（前三項の規定により二以上の被共済職員期間を合算すべき
場合には、合算後の被共済職員期間）に一年未満の端数がある場合には、その
端数は、切り捨てる。

（支払の差止め）
第十二条　機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者
が、当該退職の日の属する事業年度（四月一日から翌年の三月三十一日までを
いう。以下同じ。）の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支
払を差し止めることができる。

（支給の制限）
第十三条　機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行
により退職したときは、退職手当金を支給しない。
２　機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。
被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当金の支給を受けるべき
者を故意に死亡させた者にも、同様とする。

（譲渡等の禁止）
第十四条　退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押
えることができない。ただし、国税滞納処分（その例による処分を含む。）に
より差し押える場合は、この限りでない。

第四章　掛金
（掛金の納付）
第十五条　共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければならない。
２　掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額
は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。
一　社会福祉施設等職員（被共済職員である者に限る。）に係る掛金
二　特定介護保険施設等職員（被共済職員である者に限る。）に係る掛金
三　申出施設等職員に係る掛金
３　前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予想額、被共
済職員の見込数等に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができ
るものでなければならない。

（納付期限）
第十六条　毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一
日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契
約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構
が当該契約の申込みを承諾した日から起算して二箇月を経過する日とする。
２　機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその
納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長
することができる。

（割増金）
第十七条　機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかつた
ときは、その納付義務者に対し、割増金を請求することができる。
２　割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌
日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえることができな
い。

第五章　国及び都道府県の補助
（国の補助）
第十八条　国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち
社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの（次に
掲げる者に限る。）に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定
めるところにより算定した額（以下「補助金算定対象額」という。）の三分の
一以内を補助することができる。
一　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事することを要す
る者として政令で定めるもの（次号に掲げる者を除く。）
二　児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設の
業務（同法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられている
児童に係るものに限る。）に従事することを要する者として政令で定めるも
の

（都道府県の補助）
第十九条　都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内において、機構に対
し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。

第六章　雑則
（時効）
第二十条　退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受け

る権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
（届出）
第二十一条　共済契約者は、厚生労働省令の定めるところにより、被共済職員の異
動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める事項を機構に届け出なけ
ればならない。

（記録の作成及び保存）
第二十二条　共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚
生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
２　共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して二年間、保存しな
ければならない。

（立入検査）
第二十三条　厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該
職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所
又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項につ
いて関係人に質問させ、又はこれらの事項に関する帳簿書類（その作成又は保
存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処
理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合における当
該電磁的記録を含む。）を検査させることができる。
２　前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証明
書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならな
い。
３　第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。

（原簿）
第二十四条　機構は、被共済職員に関する原簿を備え、これに被共済職員の氏名、
被共済職員期間その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
２　被共済職員又は被共済職員であつた者は、厚生労働省令の定めるところによ
り、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。

（あつせん）
第二十五条　退職手当共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛金に関して、
機構と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場合において、契約
の申込者又は共済契約者から請求があつたときは、厚生労働大臣は、その紛争
の解決についてあつせんをすることができる。
２　被共済職員期間又は退職手当金に関して、機構と被共済職員又は被共済職員
であつた者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、被共済職員
又は被共済職員であつた者若しくはその遺族から請求があつたときも、前項と
同様とする。
３　前二項の規定によるあつせんの請求の手続その他あつせんに関して必要な事
項は、厚生労働省令で定める。

（戸籍事項の無料証明）
第二十六条　市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年
法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又
は総合区長とする。）は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者
に対して、当該市町村（特別区を含む。）の条例の定めるところにより、被共
済職員、被共済職員であつた者又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者
の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。

（事務の区分）
第二十六条の二　第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と
する。

（経過措置）
第二十六条の三　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合におい
ては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内
において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることが
できる。

（実施命令）
第二十七条　この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のため
の手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

（罰則）
第二十八条　次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一　第二十一条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二　第二十二条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記
録を作成し、又は同条第二項の規定に違反した者
三　第二十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若し
くは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避した者

第二十九条　法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に
関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して
も、同条の刑を科する。
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附　則　抄
（施行期日）
１　この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四章の規定は、
昭和三十七年四月一日から施行する。

（施設又は事業の転換を行う場合の特例）
２　共済契約者が、その経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業を特定介護
保険施設等、申出施設等その他の施設又は事業へ転換する場合（政令で定める
場合に限る。）におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定
める。

附　則　（平成一二年六月七日法律第一一一号）　抄
（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置）
第二十三条　第十一条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法
（以下この条から附則第二十五条までにおいて「旧法」という。）第二条第六項
に規定する共済契約者（附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同項に
規定する共済契約者である者に限る。）であって社会福祉法人以外のもの及び
同号に掲げる規定の施行前に旧法の規定によって退職手当共済契約の申込みを
した社会福祉法人以外の者（当該退職手当共済契約の締結を拒絶された者及び
当該退職手当共済契約を解除された者を除く。）については、第十一条の規定
による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下この条から附則第
二十五条までにおいて「新法」という。）第二条第四項に規定する経営者とみ
なして、新法の規定（新法第二条第三項に規定する申出施設等に係る部分を除
く。）を適用する。この場合において、新法第六条第三項中「共済契約者の代
表者」とあるのは「共済契約者（共済契約者が法人である場合におけるその代
表者を含む。）」と、新法第二十九条中「、代理人」とあるのは「又は法人若し
くは人の代理人」と、「その法人」とあるのは「その法人又は人」とする。
２　旧法第二条第六項に規定する共済契約者であって社会福祉法人以外のものに
使用される同条第七項に規定する被共済職員（以下「旧被共済職員」という。）
であった者は、新法第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第二十六条の規
定の適用については、被共済職員であった者とみなし、その者が旧法第六条第
二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定によって旧法第二条第五
項に規定する退職手当共済契約が解除されたことにより旧被共済職員でなく
なった者である場合における新法第十一条第六項の規定の適用については、そ
の者は、旧被共済職員であった期間について被共済職員であった者とみなし、
当該退職手当共済契約が解除された日は、その者が被共済職員でなくなった日
とみなす。

（罰則に関する経過措置）
第二十八条　この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおそ
の効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）
第二十九条　附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴
い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成一七年六月二九日法律第七七号）　抄
（施行期日）
第一条　この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げ
る規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一　第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第
四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条
及び第五十六条の規定　公布の日

（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置）
第二十三条　この法律の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第
一項の規定により成立している退職手当共済契約（老人福祉法第十五条第四項
の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム、同法第十四条の規定による届
出がなされた老人居宅生活支援事業のうち老人居宅介護等事業若しくは認知症
対応型老人共同生活援助事業又は社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第
一項第六号に掲げる施設若しくは第十六条の規定による改正前の社会福祉施設
職員等退職手当共済法（以下「旧共済法」という。）第二条第二項第四号に掲
げる事業のうち政令で定める施設若しくは事業（以下この条において「特別養
護老人ホーム等」と総称する。）に係るものに限る。）は、第十六条の規定によ
る改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「新共済法」という。）
第二条第三項に規定する特定介護保険施設等（以下「特定介護保険施設等」と
いう。）に係る退職手当共済契約とみなす。
２　施行日前に特別養護老人ホーム等を経営していた旧共済法第二条第八項に規
定する共済契約者（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正す
る等の法律（平成十二年法律第百十一号。以下「社会福祉事業法等改正法」と
いう。）附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。）が、施行日前
に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」
という。）に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、

かつ、当該特別養護老人ホーム等の業務に常時従事することを要する者となる
者については、前項及び新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に
規定する被共済職員でないものとする。

第二十四条　この法律の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している新共済法
第二条第五項に規定する経営者が、施行日前に旧共済法の規定によってした退
職手当共済契約の申込みは、同条第三項の規定により機構に申し出てしたもの
とみなす。
２　前項に定めるもののほか、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当
共済契約の申込みその他の手続は、新共済法の相当の規定によってしたものと
みなす。

第二十五条　新共済法第八条から第九条の二まで及び第十一条第八項の規定は、施
行日以後に退職（新共済法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。）した者
について適用し、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。
２　次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が施行日の前日に現
に退職した理由と同一の理由により退職したものとみなして、政令で定めると
ころにより、旧共済法第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二
項及び第三項並びに社会福祉事業法等改正法附則第二十五条第二項の規定の例
により計算した場合の退職手当金の額が、新共済法第八条から第九条の二まで
及び第十一条の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これら
の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額
とする。
一　施行日の前日に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員（社会福祉事
業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける共済契約者に使用
される者を含む。次号及び次条において同じ。）であった者が、施行日以後
に退職した場合
二　施行日前に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員でなくなった者で
施行日以後にさらに新共済法第二条第十一項に規定する被共済職員となった
ものが、施行日以後に退職し、かつ、新共済法第十一条第六項又は第七項の
規定により施行日前の被共済職員期間と施行日以後の被共済職員期間とが合
算される場合

第二十六条　施行日の前日に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員であった
者のうち、施行日以後において新共済法第二条第七項に規定する特定介護保険
施設等職員であるもの（同条第十項に規定する共済契約者（社会福祉事業法等
改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。次条第一項にお
いて同じ。）に継続して使用される者に限る。）については、新共済法第二条第
六項に規定する社会福祉施設等職員とみなして、新共済法第十五条、第十八条
及び第十九条の規定を適用する。

第二十七条　この法律の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している新共済法
第二条第十項に規定する共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当
該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、施行日
以後に同条第十一項に規定する被共済職員となったもののすべての同意を得た
ときは、新共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約の
うち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
２　前項の規定による退職手当共済契約の解除は、新共済法第六条第六項、第七
条及び第十一条第六項の規定の適用については、新共済法第六条第五項の規定
による退職手当共済契約の解除とみなす。

（罰則に関する経過措置）
第五十五条　この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の
例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則
の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）
第五十六条　附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定める
もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を
含む。）は、政令で定める。

附　則　（平成二八年三月三一日法律第二一号）
（退職手当金に関する経過措置）
３　当分の間、退職した者の被共済職員期間が四十三年以上である場合の被共済
職員期間は三十五年とみなす。この場合において、当該退職した者の退職手当
金の額は、第八条第四項の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令
で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲
げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一　一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
二　十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
三　二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
四　三十五年目の期間については、百分の百五
４　当分の間、退職手当金の額は、第八条、第九条及び前項の規定により計算し
た額にそれぞれ百分の八十七を乗じて得た額とする。
５　当分の間、第九条の二の規定の適用については、同条中「前二条」とあるの
は、「前二条並びに附則第三項及び第四項」とする。
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（社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置）
第二十六条　附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に社会福祉施設職員等退
職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約（児童
福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十四条の三第二項の規定による
届出がされた障害児通所支援事業、同法第三十五条第四項の規定による認可を
受けた障害児入所施設、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がされ
た障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年
法律第百二十三号）に規定する障害者支援施設又は同法第七十九条第二項の規
定による届出がされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、
同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継
続支援若しくは共同生活援助を行う事業若しくは移動支援事業（以下「障害者
支援施設等」と総称する。）に係るものに限る。）は、第三条の規定による改正
後の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「新共済法」という。）第二条
第三項に規定する特定介護保険施設等（以下「特定介護保険施設等」という。）
に係る退職手当共済契約とみなす。
２　第二号施行日前に障害者支援施設等を経営していた社会福祉施設職員等退職
手当共済法第二条第十項に規定する共済契約者（社会福祉の増進のための社会
福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法律第百十一号。附則第
二十八条第二項第一号において「社会福祉事業法等改正法」という。）附則第
二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下「共済契約者」という。）
が、第二号施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医
療機構（次条第一項において「機構」という。）に届け出たときは、第二号施
行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、特定介護保険施設等（当該
障害者支援施設等に限る。）の業務に常時従事することを要する者となる者（社
会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員
を除く。）については、前項及び社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第
十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。

第二十七条　附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等
（障害者支援施設等に限る。附則第三十条第一項において同じ。）を経営してい
る社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第五項に規定する経営者が、第二
号施行日前に第三条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法
（以下「旧共済法」という。）の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、
新共済法第二条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。

第二十八条　新共済法第八条、第九条及び第十一条第八項の規定並びに附則第三項
から第五項までの規定は、第二号施行日以後に退職（社会福祉施設職員等退職
手当共済法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。）をした者について適用し、
第二号施行日前に退職をした者については、なお従前の例による。
２　次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が第二号施行日の前
日に当該退職をした理由と同一の理由により退職をしたものとみなして、政令
で定めるところにより、旧共済法第八条及び第九条、社会福祉施設職員等退職
手当共済法第九条の二、旧共済法第十一条並びに介護保険法等の一部を改正す
る法律（平成十七年法律第七十七号）附則第二十五条第二項の規定の例により
計算した場合の退職手当金の額が、新共済法第八条及び第九条、新共済法附則
第五項の規定により読み替えて適用する社会福祉施設職員等退職手当共済法第
九条の二並びに新共済法第十一条並びに附則第三項及び第四項の規定により計
算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多
い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。
一　第二号施行日の前日に社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第十一項
に規定する被共済職員（社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規
定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。以下「被共済職員」と
いう。）であった者が、第二号施行日以後に退職をした場合
二　第二号施行日前に被共済職員でなくなった者で第二号施行日以後にさらに
被共済職員となったものが、第二号施行日以後に退職をし、かつ、社会福祉
施設職員等退職手当共済法第十一条第六項又は第七項の規定により第二号施
行日前の被共済職員期間と第二号施行日以後の被共済職員期間とが合算され
る場合

第二十九条　第二号施行日の前日に被共済職員であった者のうち、第二号施行日以
後において社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第七項に規定する特定介
護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使用される者であって、
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する障害者支援施設等の業務
に常時従事することを要するものに限る。）については、同法第二条第六項に
規定する社会福祉施設等職員とみなして、同法第十五条、新共済法第十八条及
び社会福祉施設職員等退職手当共済法第十九条の規定を適用する。

第三十条　附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に特定介護保険施設等を経
営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保
険施設等の業務に常時従事す　ることを要する者であって、第二号施行日以後
に被共済職員となったものの全ての同意を得たときは、社会福祉施設職員等退
職手当共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち
当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
２　前項の規定による退職手当共済契約の解除は、社会福祉施設職員等退職手当

共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、同
法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

（罰則の適用に関する経過措置）
第三十三条　この法律（附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以
下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお
従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）
第三十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措
置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
（昭和三十六年八月五日政令第二百八十六号）	

最終改正：平成二八年三月三一日政令第百八十五号

（社会福祉施設）
第一条　社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「法」という。）第二条第一項
第五号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
一　売春防止法（昭和三十一年法律第百十八号）に規定する婦人保護施設であ
つて、当該施設における要保護女子の収容保護及びこれに伴い必要な事務に
要する費用について、同法第三十八条第一項第四号の規定による都道府県の
支弁が行われているもの
二　老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する軽費老人ホーム
であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの（次条第一号に掲げる
ものを除く。）
三　身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する視聴覚
障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
四　授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
五　身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第
百二十三号）第七十七条第一項第九号の事業に相当する事業を行うものであ
つて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの（同号の事業に相当する事
業を行う部分に限る。）

（特定社会福祉事業）
第二条　法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、児童福祉法（昭和
二十二年法律第百六十四号）第三十四条の十五第二項の規定による認可を受け
た小規模保育事業とする。

（特別養護老人ホーム等に準ずる施設又は事業）
第二条の二　法第二条第三項第七号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施
設又は事業とする。
一　老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法（平成九年法
律第百二十三号）第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第
五十三条第一項本文の指定に係るもの
二　老人福祉法に規定する老人福祉センターのうち、同法に規定する老人デイ
サービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するも
の（老人デイサービス事業を行う部分に限る。）
三　老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターであつて、厚生労働大臣
が定める基準に適合するもの
四　老人福祉法に規定する老人短期入所施設であつて、厚生労働大臣が定める
基準に適合するもの
五　老人福祉法第十四条の規定による届出がなされた複合型サービス福祉事業
であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
六　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
地域活動支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
七　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
福祉ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
八　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十九条
第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所又
は重度障害者等包括支援を行う事業
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（退職手当金の額の計算の基礎となる額）
第三条　法第八条第一項に規定する政令で定める額は、退職（法第七条に規定する
退職をいう。以下同じ。）した者の退職の日の属する月前（退職の日が月の末
日である場合は、その月以前）における被共済職員期間の計算の基礎となつた
最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる
区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

74,000円未満 62,000円

74,000円以上 86,000円未満 74,000円

86,000円以上 100,000円未満 86,000円

100,000円以上 115,000円未満 100,000円

115,000円以上 130,000円未満 115,000円

130,000円以上 145,000円未満 130,000円

145,000円以上 160,000円未満 145,000円

160,000円以上 175,000円未満 160,000円

175,000円以上 190,000円未満 175,000円

190,000円以上 205,000円未満 190,000円

205,000円以上 220,000円未満 205,000円

220,000円以上 235,000円未満 220,000円

235,000円以上 250,000円未満 235,000円

250,000円以上 265,000円未満 250,000円

265,000円以上 280,000円未満 265,000円

280,000円以上 300,000円未満 280,000円

300,000円以上 320,000円未満 300,000円

320,000円以上 340,000円未満 320,000円

340,000円以上 360,000円未満 340,000円

360,000円以上 360,000円

（障害の程度）
第四条　法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法（昭
和二十九年法律第百十五号）第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する
程度の障害の状態とする。

（被共済職員期間を合算する場合の退職理由）
第五条　法第十一条第七項の政令で定める理由は、引き続き一年以上被共済職員で
ある者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び
共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものと
なつたこと（兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済
契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限
る。）とする。

（掛金の額）
第六条　法第十五条第二項第一号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額
は、単位掛金額（次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。）
に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員
の数を乗じて得た額とする。
２　法第十五条第二項第二号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額
は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契
約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、
当該特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所が次の各号に掲げる
ものである場合にあつては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、
単位掛金額に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に三を乗じて
得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において使用する特
定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控除して得た数を乗じて
得た額との合計額とする。
一　法第二条第三項第二号に掲げる施設であつて、かつ、児童福祉法第二十七
条第一項の規定により同項第三号の措置がとられた児童に関する業務量の割
合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの（以下この条にお
いて「措置入所障害児関係業務割合」という。）が零を上回るもの　当該事
業年度の初日において当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の
数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数（その数に一に
満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「措置入所障害
児関係業務従事職員数」という。）
二　法第二条第三項第一号、第三号若しくは第六号又は第二条の二第八号に掲
げる事業を行う事業所であつて、かつ、特定社会福祉事業に関する業務量の
割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの（以下この条に
おいて「特定社会福祉事業割合」という。）が三分の一以上であるもの　当
該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等
職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数（その数に一
に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特定職員数」

という。）
３　法第十五条第二項第三号に規定する申出施設等職員に係る掛金の額は、単位
掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使
用する申出施設等職員の数を乗じて得た額とする。
４　新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日が
属する事業年度分の掛金の額は、前三項の規定にかかわらず、単位掛金額に当
該契約の申込みの日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計し
た数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から
当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
一　当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、次のイに掲
げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とイに定める数とを合計し
た数とし、次のロに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とロ
に定める数とを合計した数とする。
イ　当該特定介護保険施設等職員を使用する施設が第二項第一号に掲げる施
設に該当する場合　当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の
数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数（その数に一
に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条にお
いて「新規措置入所障害児関係業務従事職員数」という。）
ロ　当該特定介護保険施設等職員を使用する事業所が第二項第二号に掲げる
事業所に該当する場合　当該事業所において使用する特定介護保険施設等
職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数（その数に
一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条に
おいて「新規特定職員数」という。）

二　当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員
の数とを合計した数に三を乗じて得た数。ただし、前号イに掲げる場合にあ
つては当該合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数を、同号
ロに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規特定職員数を、それぞれ
控除して得た数に三を乗じて得た数とする。

５　新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該契約の申込
みの日において当該共済契約者が第二項第一号に掲げる施設と同項第二号に掲
げる事業所のいずれも経営する場合におけるその申込みの日が属する事業年度
分の掛金の額は、前各項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込み
の日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得
た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の
末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
一　当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置入所障害児
関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数
二　当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員
の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数と新規特定
職員数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数

（単位掛金額）
第七条　単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金
の見込額から第一号に掲げる額を控除して得た額を第二号に掲げる数で除して
得た額を基準として厚生労働大臣が定める。
一　次に掲げる額の合計額
イ　国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」と
いう。）に対し交付する法第十八条に規定する費用に係る補助金の見込額
ロ　各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第十九条に規
定する補助金の見込額の合計額

二　次に掲げる数の合計数
イ　当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員（被共済職員である者
に限る。）の見込数、措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数及び特
定職員数の見込数を合計した数
ロ　当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込数と申出施
設等職員の見込数とを合計した数から措置入所障害児関係業務従事職員数
の見込数と特定職員数の見込数とを合計した数を控除して得た数に三を乗
じて得た数

（国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員）
第八条　法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号に掲げる事業
所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
２　法第十八条第二号の政令で定める者は、第六条第二項第一号に掲げる施設に
おいて使用する特定介護保険施設等職員とする。

（補助金算定対象額）
第九条　法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手
当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職
員（被共済職員である者に限る。）の数、措置入所障害児関係業務従事職員数
及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を
乗じて得た額とする。
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附　則　抄
（施行期日）
１　この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四条及び第五
条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

（施設又は事業の転換を行う場合の特例）
２　法附則第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一　法第二条第一項第三号に掲げる施設を第一条の二第一号に掲げる施設へ転
換する場合
二　第一条第二号に掲げる施設を第一条の二第一号に掲げる施設へ転換する場
合
三　障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成
十八年政令第三百二十号）第二十条の規定による改正前の第一条第六号に掲
げる施設のうち障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）に
規定する精神障害者地域生活支援センターであつて、厚生労働大臣が定める
基準に適合するものを障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う施設
へ転換する場合

３　前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に法第四条第一項の規定に
より成立している退職手当共済契約（前項各号に掲げる施設に係るものに限る。
以下「転換退職手当共済契約」という。）は、特定介護保険施設等に係る退職
手当共済契約とみなす。　この場合において、転換後の前項第三号の施設は、
特定介護保険施設等とみなして、法の規定を適用する。
４　附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換をする日（以下「転換日」
という。）前に転換されることとなる施設を経営していた共済契約者（社会福
祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成十二年法
律第百十一号）附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下同
じ。）が、転換日前に厚生労働省令で定めるところにより機構に届け出たときは、
転換日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務
に常時従事することを要する者となる者については、前項及び法第二条第十一
項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。
５　附則第二項各号に掲げる場合において、転換日の前日に被共済職員であつた
者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る特定介護保険施設等職
員又は転換日以後において当該転換後の同項第三号の施設に常時従事すること
を要する者であるもの（共済契約者に継続して使用される者に限る。）につい
ては、社会福祉施設等職員とみなして、法第十五条、第十八条及び第十九条の
規定を適用する。
６　附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に当該転換後の施設
を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後
の施設の業務に常時従事することを要する者であつて、転換日以後に被共済職
員となつたもののすべての同意を得たときは、法第六条第五項の規定にかかわ
らず、当該転換退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部
分を解除することができる。
７　前項の規定による転換退職手当共済契約の解除は、法第六条第六項、第七条
及び第十一条第六項の規定の適用については、法第六条第五項の規定による退
職手当共済契約の解除とみなす。

附　則　（平成一七年八月三日政令第二七二号）
（施行期日）
第一条　この政令は、介護保険法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）
の施行の日（平成十八年四月一日。附則第五条第一項において「施行日」とい
う。）から施行する。

（経過措置）
第二条　改正法附則第二十三条第一項の政令で定める施設又は事業は、この政令に
よる改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第一条第二号に掲げる
施設（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項本文の指定
に係るものに限る。）並びに同令第一条第五号、第六号及び第九号に掲げる施
設とする。

第三条　改正法附則第二十五条第二項の規定により同項各号に規定する者について
改正法第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以
下「旧法」という。）第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二
項及び第三項並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正す
る等の法律（平成十二年法律第百十一号。次条において「社会福祉事業法等改
正法」という。）附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計
算する場合においては、旧法第八条第一項の政令で定める額は、現に退職（改
正法第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法（次条
において「新法」という。）第七条に規定する退職をいう。以下この条におい
て同じ。）した日の属する月前（退職した日が月の末日である場合は、その月
以前）における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額
を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三
条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

第四条　新法第四条の二第二項の規定により平成十八年四月三十日までの間に新法
第二条第三項に規定する特定介護保険施設等となったものとみなされたことに
より同条第七項に規定する特定介護保険施設等職員（以下「特定介護保険施設
等職員」という。）となった者（同月一日において現に同条第十項に規定する
共済契約者（社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受
ける者を含む。次条第一項において「共済契約者」という。）に使用され、かつ、
その者の経営する当該特定介護保険施設等とみなされた施設又は事業の業務に
常時従事することを要する者に限る。）については、同月一日において特定介
護保険施設等職員となったものとみなす。

第五条　当分の間、この政令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施
行令（次項において「新令」という。）第六条第二項ただし書に規定する場合
であって、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法
附則第二十六条の規定を適用しないものとして同項第一号の規定により算定し
た同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に旧法第二条第九項に規定する
被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員で
あるもの（共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従
事することを要する者に限る。以下この条において「既加入職員」という。）
の数より多いときは、当該既加入職員については、改正法附則第二十六条の規
定は適用しない。
２　当分の間、新令第六条第二項ただし書に規定する場合であって、当該事業所
に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十六条の規定
を適用しないものとして同項第一号の規定により算定した同号に規定する特定
職員数が、既加入職員の数より少ないとき、又は既加入職員の数と同じである
ときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項た
だし書の規定は適用しない。

社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び
経過措置に関する政令（平成二十八年三月三十一日政令第百八十五号）　抄
第二章　経過措置

（改正法附則第二十八条第二項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額）
第五条　社会福祉法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第
二十八条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第三条の規
定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「旧共済法」とい
う。）第八条及び第九条、社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二、旧
共済法第十一条並びに介護保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第
七十七号）附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する
場合においては、旧共済法第八条第一項に規定する政令で定める額は、改正法
附則第二十八条第二項各号に規定する第二号施行日以後に退職（社会福祉施設
職員等退職手当共済法第七条に規定する退職をいう。以下この条において同
じ。）をした日の属する月前（当該退職をした日が月の末日である場合は、そ
の月以前）における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の
総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
第三条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

（平成二十八年四月三十日までの間に特定介護保険施設等職員となった者に関する
経過措置）
第六条　社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条の二第二項の規定により平成
二十八年四月三十日までの間に改正法第三条の規定による改正後の社会福祉施
設職員等退職手当共済法（以下「新共済法」という。）第二条第三項に規定す
る特定介護保険施設等（以下「特定介護保険施設等」という。）（改正法附則第
二十六条第一項に規定する障害者支援施設等に限る。）となったものとみなさ
れたことにより社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下「共済法」という。）
第二条第七項に規定する特定介護保険施設等職員（以下「特定介護保険施設等
職員」という。）となった者（同月一日において現に同条第十項に規定する共
済契約者（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法
律（平成十二年法律第百十一号。附則第五条において「社会福祉事業法等改正
法」という。）附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下「共
済契約者」という。）に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険
施設等となったものとみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要
する者に限る。）については、同月一日において特定介護保険施設等職員となっ
たものとみなす。

（既加入施設職員等に関する経過措置）
第七条　当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済
法施行令（以下「新令」という。）第六条第二項第一号に掲げる施設に使用さ
れる特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用し
ないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係
業務従事職員数が、この政令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に
共済法第二条第十一項に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後に
おいて特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使用され、
かつ、当該施設の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入施
設職員」という。）の数より多いときは、当該既加入施設職員については、改
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正法附則第二十九条の規定は、適用しない。
２　当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所（法第二条第三項第三号
に掲げる事業を行う事業所を除く。）に使用される特定介護保険施設等職員に
ついて、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして新令第六条第二
項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に
共済法第二条第十一項に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後に
おいて特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使用され、
かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入
事業所職員」という。）の数より多いときは、当該既加入事業所職員については、
改正法附則第二十九条の規定は、適用しない。

附　則　（平成二八年三月三一日政令第百八十五号）　抄
（施行期日）
第一条　この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十条の
規定は、公布の日から施行する。

（社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置）
第二条　この政令の施行の際現に共済法第四条第一項の規定により成立している共
済法第二条第九項に規定する退職手当共済契約（以下「退職手当共済契約」と
いう。）（第二条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行
令第一条第六号若しくは第七号に掲げる施設又は同令第二条第二号に掲げる事
業（以下「地域活動支援センター等」と総称する。）に係るものに限る。）は、
特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。
２　施行日前に地域活動支援センター等を経営していた共済契約者が、施行日前
に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構（次条におい
て「機構」という。）に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に
使用され、かつ、特定介護保険施設等（当該地域活動支援センター等に限る。）
の業務に常時従事することを要する者となる者（共済法第二条第六項に規定す
る社会福祉施設等職員（附則第五条において「社会福祉施設等職員」という。）
を除く。）については、前項及び共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、
同項に規定する被共済職員でないものとする。

第三条　この政令の施行の際現に特定介護保険施設等（地域活動支援センター等に
限る。以下同じ。）を経営している共済法第二条第五項に規定する経営者が、
施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、新共済
法第二条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。

第四条　共済法第四条の二第二項の規定により平成二十八年四月三十日までの間に
特定介護保険施設等となったものとみなされたことにより特定介護保険施設等
職員となった者（同月一日において現に共済契約者に使用され、かつ、その者
の経営する当該特定介護保険施設等となったものとみなされた施設又は事業の
業務に常時従事することを要する者に限る。）については、同月一日において
特定介護保険施設等職員となったものとみなす。

第五条　施行日の前日に共済法第二条第十一項に規定する被共済職員（社会福祉事
業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける共済契約者に使用さ
れる者を含む。次条第一項において「被共済職員」という。）であった者のうち、
施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続し
て使用される者であって、この政令の施行の際現に存する地域活動支援セン
ター等の業務に常時従事することを要するものに限る。）については、社会福
祉施設等職員とみなして、共済法第十五条、新共済法第十八条及び共済法第
十九条の規定を適用する。

第六条　この政令の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者
が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時
従事することを要する者であって、施行日以後に被共済職員となったものの全
ての同意を得たときは、共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手
当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することがで
きる。
２　前項の規定による退職手当共済契約の解除は、共済法第六条第六項、第七条
及び第十一条第六項の規定の適用については、共済法第六条第五項の規定によ
る退職手当共済契約の解除とみなす。

第七条　新令第六条第二項、第四項及び第五項並びに第七条の規定は、平成二十八
年度以後の事業年度に納付すべき掛金について適用し、平成二十七年度以前の
事業年度に納付すべき掛金については、なお従前の例による。

第八条　当分の間、新令第六条第二項第一号に掲げる施設に使用される特定介護保
険施設等職員について、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして
同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数
が、既加入施設職員の数より少ないとき、又は既加入施設職員の数と同じであ
るときは、当該施設に使用される特定介護保険施設等職員については、同項た
だし書の規定は、適用しない。
２　当分の間、新令第六条第二項第二号に掲げる事業所（法第二条第三項第三号
に掲げる事業を行う事業所を除く。）に使用される特定介護保険施設等職員に
ついて、改正法附則第二十九条の規定を適用しないものとして新令第六条第二
項第二号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入事業所職

員の数より少ないとき、又は既加入事業所職員の数と同じであるときは、当該
事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定
は、適用しない。

第九条　新令第八条及び第九条の規定は、平成二十八年度以後の各年度における国
及び都道府県の補助について適用し、平成二十七年度以前の各年度における当
該補助については、なお従前の例による。

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則
（昭和三十六年八月五日厚生省令第三十六号）	

最終改正：平成二八年三月三十一日厚生労働省令第七十八号

第一章　共済契約の締結等（第一条―第五条）
第二章　退職手当金の支給等（第六条―第八条）
第三章　掛金の納付（第八条の二―第十一条）
第四章　共済契約者の届出等（第十二条―第十九条）
第五章　雑則（第二十条―第二十四条）
附則

第一章　共済契約の締結等（契約締結の拒絶理由）
第一条　社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号。以
下「法」という。）第三条第四号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次の
とおりとする。
一　退職手当共済契約（以下「共済契約」という。）の申込者がその使用する
職員に対する給与の支払を怠つていること。
二　次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。

（契約の申込み）
第二条　共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福
祉医療機構（以下「機構」という。）に提出して行わなければならない。
一　申込者の名称及び主たる事務所の所在地
二　社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称、種類及び所在地（特定社会福
祉事業にあつては、その事務所の所在地）並びに社会福祉施設については、
その取扱定員
三　共済契約を締結したことの有無及び締結したことのある場合には、その締
結に係る期間
四　中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）の規定による退職
金共済契約を締結していることの有無
五　社会福祉施設等職員の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する
社会福祉施設又は特定社会福祉事業の名称
六　社会福祉施設等職員のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第
三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済
職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済
契約者の氏名又は名称
七　老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する軽費老人ホーム
（以下「軽費老人ホーム」という。）であつて社会福祉施設職員等退職手当共
済法施行令（昭和三十六年政令第二百八十六号。以下「令」という。）第一
条第二号に規定する施設に該当するものにあつては、その旨

２　前項の申込書には、その申込みに係る社会福祉施設又は特定社会福祉事業が
社会福祉施設又は特定社会福祉事業であることを証する書類を添付しなければ
ならない。

（契約の申込みの承諾等）
第三条　機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約の締結を証する書
類に約款を添えて当該共済契約の申込者に送付しなければならない。
２　機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該
共済契約の申込者に文書で通知しなければならない。

（申出の拒絶理由）
第三条の二　法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次
のとおりとする。
一　申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つて
いること。
二　次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。
三　申出を行つた共済契約者が当該申出に係る施設又は事業について当該申出
の日前一年以内に法第六条第五項の規定により退職手当共済契約を解除して
いること。

（特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出）
第三条の三　法第二条第三項及び第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記
載した申出書を機構に提出して行わなければならない。
一　申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地
二　申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地（事業にあつては、その
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事務所の所在地）並びに施設については、その取扱定員
三　申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要する者（次号
及び第五号において「常勤者」という。）又は当該施設若しくは事業の業務
及び申出を行う共済契約者が経営する共済契約対象施設等の業務を兼務する
ことを要する者（兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当
該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う
場合に限る。次号及び第五号において「兼務者」という。）の氏名、生年月日、
職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称
四　常勤者又は兼務者のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三
項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職
員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契
約者の氏名又は名称
五　常勤者又は兼務者のうちに引き続き一年以上当該申出を行う共済契約者に
係る被共済職員であつた者で法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由
により退職したことがある者がある場合には、その者の氏名及び退職した年
月日
六　軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施設に該当す
る旨
七　令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害
児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所にあつては同号に定める
特定職員数

２　前項の申出書には、法第二条第三項の規定による申出にあつてはその申出に
係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業のいずれかであることを
証する書類、同条第四項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は
事業が当該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証する書類
を添付しなければならない。

（申出の承諾等）
第三条の四　機構は、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る申出を承諾したと
きは、申出の承諾を証する書類を当該申出を行つた共済契約者に送付しなけれ
ばならない。
２　機構は、申出を拒絶したときは、その理由を付してその旨を当該申出を行つ
た共済契約者に文書で通知しなければならない。

（機構が行う契約の解除）
第四条　法第六条第二項又は第三項の規定による共済契約の解除は、その旨を当該
共済契約者に文書で通知することによつて行わなければならない。
２　前項の通知には、解除の理由を附さなければならない。

（共済契約者が行う契約の解除）
第五条　法第六条第四項又は第五項の規定による共済契約の解除は、同項の同意が
あつたことを証する書類を添えてその旨を機構に文書で通知することによつて
行わなければならない。

第二章　退職手当金の支給等
（退職手当金の請求）
第六条　退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して
行わなければならない。
一　請求者の氏名及び住所
二　被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及び年月日
三　共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地
四　振込みを希望する金融機関（機構の指定するものに限る。以下同じ。）の
名称及び預貯金口座の番号

２　退職した者が法第九条の規定に該当するときは、前項の請求書には、障害の
状態に関する医師の診断書又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは死亡である
ことを証する書類を添付しなければならない。
３　退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるときは、第一項
の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一　死亡診断書その他被共済職員の死亡を証する書類
二　請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸
籍の謄本又は抄本（請求者が届出をしていないが被共済職員の死亡の当時事
実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにす
ることができる書類）
三　請求者が法第十条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共
済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明
らかにすることができる書類
四　請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より
先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類

４　退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職
手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定
め、その者によりしなければならない。
５　前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。
６　退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者

の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前五項の規定によるほか、
第一項の請求書には、当該相続人が当該退職手当金の支給を受けることができ
る者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければな
らない。

（退職手当金の支給）
第七条　退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関の預貯金口座への振込み
の方法によるものとする。

（被共済職員期間の合算の申出）
第八条　法第十一条第八項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書
を機構に提出して行わなければならない。
一　当該申出を行う被共済職員（以下この条において「申出職員」という。）
の氏名及び生年月日
二　申出職員の退職の理由及び退職した年月日
三　申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職員となつ
た際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称

第三章　掛金の納付
（措置入所障害児関係業務割合）
第八条の二　令第六条第二項第一号に規定する措置入所障害児関係業務割合は、当
該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定する特定介護保険施設等
職員が使用される施設を利用する児童の合計数（当該施設の運営が前年度の三
月二日以後に開始された場合にあつては、当該施設の運営が開始された日及び
その翌月の初日における当該児童の合計数（当該施設の運営が開始された日が
月の初日であるときは、その日における当該児童の数））のうち、児童福祉法（昭
和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項の規定により同項第三号の措
置がとられたものの占める割合とする。

（特定社会福祉事業割合）
第九条　令第六条第二項第二号書に規定する特定社会福祉事業割合は、同号に規定
する特定介護保険施設等職員が使用される事業所において当該特定介護保険施
設等職員が従事することを要する業務に係る当該事業年度の前年度の収入額
（当該事業所の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当
該事業所の運営が開始された日の属する月及びその翌月（当該事業所の運営が
開始された日が月の初日であるときは、その日の属する月）の当該業務に係る
収入額）のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。

（掛金の納付請求書の送付）
第九条の二　機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済契約者に送付
しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結された場合における当該
契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機
構が当該契約の申込みを承諾するときに送付するものとする。

（掛金の納付）
第十条　掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わなければなら
ない。

（納付期限の延長）
第十一条　共済契約者は、法第十六条第二項の規定による掛金の納付期限の延長を
申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した申請書を
機構に提出しなければならない。
２　機構は、法第十六条第二項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、
遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書で通知しなければなら
ない。

第四章　共済契約者の届出等
（共済契約者の届出等）
第十二条　共済契約者は、経営者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び経営
者でなくなつた年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第十三条　共済契約者は、当該共済契約に係る被共済職員につき中小企業退職金共
済法の規定による退職金共済契約を締結したときは、遅滞なく、その旨及びそ
の締結の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第十四条　共済契約者は、毎事業年度、四月一日において使用する被共済職員につ
いて、次に掲げる事項を記載した届書を、同月末日までに、機構に提出しなけ
ればならない。
一　氏名、生年月日及び本俸月額
二　前事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数
三　従事する共済契約対象施設等の名称
四　軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施設に該当す
ることの有無
五　令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害
児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所にあつては同号に定める
特定職員数。ただし、同項各号に規定する特定介護保険施設等職員が使用さ
れる施設又は事業所の運営を前年度の三月二日以後に開始した場合にあつて
は、その見込数とする。
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２　前項の届書に同項第五号ただし書に規定する見込数を記載して提出した共済
契約者は、令第六条第二項第一号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数
又は同項第二号に定める特定職員数が当該見込数と異なる場合は、当該措置入
所障害児関係業務従事職員数又は当該特定職員数を記載した届書を、五月末日
までに、機構に提出しなければならない。

第十五条　共済契約者は、新たに被共済職員となつた者があるときは、遅滞なく、
その者について、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければなら
ない。
一　氏名、生年月日、職種及び本俸月額
二　従事する共済契約対象施設等の名称、種類及び所在地（特定社会福祉事業
又は特定介護保険施設等若しくは申出施設等である事業にあつては、その事
務所の所在地）
三　異動の内容及び年月日
四　法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定に
よつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある
者については、当該共済契約に係る共済契約者の氏名又は名称
五　引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項又は令第五条
に規定する理由により退職した場合において、その者が、退職した日から起
算して五年以内に、再び当該共済契約者に係る被共済職員となつたときは、
退職の年月日及び再び被共済職員となるまでの間に従事した施設又は事業の
名称

第十六条　共済契約者は、退職した者があるときは、遅滞なく、その者について、
次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
一　氏名及び生年月日
二　退職の理由及び年月日
三　当該事業年度における法第十一条に規定する被共済職員期間となる月数
四　退職の日の属する月前（退職の日が月の末日である場合は、その月以前）
における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の各月ごと
の額
五　引き続き一年以上被共済職員である者が、法第十一条第七項又は令第五条
に規定する理由により退職した場合においては、退職後に従事する施設又は
事業の名称

第十七条　共済契約者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは、
速やかに、その旨及び変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなければな
らない。

第十八条　被共済職員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、その旨及び変
更の年月日を共済契約者に申し出なければならない。
２　共済契約者は、前項の申出を受けたときは、速やかに、当該被共済職員の変
更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日を記載した届書を機構に提出しなけ
ればならない。

第十九条　第十二条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被共済職員の従
業の状況に関する事項について機構から届出を求められたときは、速やかに、
当該事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

第五章　雑則
（立入検査の場合の証明書）
第二十条　法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別
記様式による。

（被共済職員原簿）
第二十一条　法第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原簿（以下「被
共済職員原簿」という。）に記録すべき事項は、次のとおりとする。
一　被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間
二　共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地
三　従事する共済契約対象施設等の名称

（被共済職員原簿の閲覧請求）
第二十二条　被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲
内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することができる。ただし、記録の
保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。

（あつせんの請求手続）
第二十三条　法第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの請求は、次に
掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならな
い。
一　請求者の名称及び主たる事務所の所在地
二　紛争の内容
三　紛争の経過概要

（あつせんの経過概要の通知）
第二十四条　厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者
及び機構に通知するものとする。

附　則
（施行期日）
１　この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第三章及び第
十四条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

（令附則第四項の規定に基づく届出）
２　令附則第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に
提出して行わなければならない。
一　届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
二　届出に係る施設の名称、種類及び所在地
三　転換を行う年月日
四　その他機構が必要と認める事項
３　前項の届出は、転換の日の前日までに行わなければならない。

附　則　（平成一七年八月二五日厚生労働省令第一三三号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、
公布の日から施行する。

（経過措置）
第二条　介護保険法等の一部を改正する法律（以下「介護保険法等改正法」という。）
附則第二十三条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を
独立行政法人福祉医療機構（以下この条において「機構」という。）に提出し
て行わなければならない。
一　届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
二　届出に係る介護保険法等改正法附則第二十三条第一項に規定する特別養護
老人ホーム等の名称、種類及び所在地
三　その他機構が必要と認める事項
２　前項の届出は、平成十七年十二月一日から平成十八年三月三十一日までの間
に行わなければならない。

第三条　当分の間、この省令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施
行規則（以下この条及び次条において「新規則」という。）第二条第一項第六号、
第三条の二第三号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二
条第一項第六号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「、第三項から第
五項まで又は介護保険法等の一部を改正する法律（以下「介護保険法等改正法」
という。）附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条
第五項」とあるのは「法第六条第五項又は介護保険法等改正法附則第二十七条
第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又は第三項から第五項まで」とある
のは「若しくは第三項から第五項まで又は介護保険法等改正法附則第二十七条
第一項」とする。

第四条　当分の間、新規則第五条の規定は、介護保険法等改正法附則第二十七条第
一項の規定に基づく退職手当共済契約の解除について準用する。

附　則
（施行期日）
第一条　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、
公布の日から施行する。

（社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
第二条　社会福祉法等の一部を改正する法律（平成二十八年法律第二一号。以下「社
会福祉法等改正法」という。）附則第二十六条第二項又は社会福祉法等の一部
を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
（平成二十八年政令第百八十五号。以下「整備令」という。）附則第二条第二項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を独立行政法人福祉医療
機構（以下この条において「機構」という。）に提出して行わなければならない。
一　届出を行う共済契約者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
二　届出に係る社会福祉法等改正法附則第二十六条第一項に規定する障害者支
援施設等又は整備令附則第二条第一項に規定する地域活動支援センター等の
名称、種類及び所在地
三　その他機構が必要と認める事項

第三条　当分の間、第二条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済
法施行規則（以下「新規則」という。）第二条第一項第六号、第三条の二第三
号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二条第一項第六号
中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで、
介護保険法等の一部を改正する法律（平成十七年法律第七十七号。以下「介護
保険法等改正法」という。）附則第二十七条第一項又は社会福祉法等の一部を
改正する法律（平成二十八年法律第二一号。以下「社会福祉法等改正法」とい
う。）附則第三十条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条第五項」
とあるのは「法第六条第五項、介護保険法等改正法附則第二十七条第一項又は
社会福祉法等改正法附則第三十条第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又
は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで、介護
保険法等改正法附則第二十七条第一項又は社会福祉法等改正法附則第三十条第
一項」とする。
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社会福祉施設職員等退職手当共済約款
（昭和36年10月１日制定）	

最終改正：平成28年４月１日

第１章　総則（第１条－第３条）
第２章　共済契約の成立（第４条、第５条）
第３章　掛金の納付（第６条－第14条）
第４章　共済契約者の届出義務等（第15条－第29条）
第５章　共済契約の解除（第30条－第32条）
第６章　退職手当金の支給、差止め及び支給制限等（第33条－第42条）
第７章　雑則（第43条－第52条）
附則
附表１（省略）
附表２（省略）
約款様式（省略）

第１章　総則
（約款の目的）
第１条　この社会福祉施設職員等退職手当共済約款（以下「約款」という。）は、
社会福祉施設職員等退職手当共済契約（以下「共済契約」という。）の締結に
関し、独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）と共済契約者及び
被共済職員との間の掛金の納付、共済契約者の届出、共済契約の解除及び退職
手当金の支給等共済契約上の関係についての重要な事項を取り決めることを目
的としております。

（契約の締結）
第２条　共済契約は、社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号。
以下「共済法」という。）、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令（昭和36
年政令第286号。以下「施行令」という。）、社会福祉施設職員等退職手当共済
法施行規則（昭和36年厚生省令第36号）及びこの約款に定めるところにより締
結します。

（業務の取扱い）
第３条　共済契約に関する業務の一部について、委託した都道府県社会福祉協議会
又はこれに準じる者として認めた者（以下「業務委託先（都道府県社会福祉協
議会等）」という。）で取り扱います。

第２章　共済契約の成立
（契約の成立及び効力の発生）
第４条の１　共済契約にあたって、共済契約申込希望者は、機構が指定する申込書
及び添付書類（以下、「申込書等」といいます。）を提出してください。
２　申込書等の内容に重大な不備があるとき、または、申込書等に不足が生じて
いるときは、受理を行わず、修正または必要書類の提出を求めるものとします。

第４条の２　共済契約にあたって、機構は、共済法等に規定する事項について審査
を行います。

第４条の３　共済契約は、機構が共済契約の申込みを承諾したときは、その申込み
の日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生じます。
２　機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、退職手当共済契約証書（以下
「共済契約証書」という。）に約款を添えて共済契約者に送付します。
３　共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員
に通知してください。

（特定介護保険施設等の申出）
第４条の４　共済契約者は、特定介護保険施設等の申出を行う場合は、施設等新設
届・申出書（様式第１号）にその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共
済契約者が経営しているものであることを証する書類（附表１の⑴に掲げる添
付書類）を添えて機構に提出してください。
２　機構は、特定介護保険施設等の申出を承諾したときは、特定介護保険施設等
承諾書を共済契約者に送付します。
３　機構が、特定介護保険施設等の申出を承諾したときは、その申出のあった日
に特定介護保険施設等となったものとみなします。
４　共済契約者は、特定介護保険施設等の承諾を受けたときは、遅滞なく、その
旨を被共済職員に通知してください。

（申出施設等の申出）
第４条の５　共済契約者は、申出施設等の申出を行う場合は、施設等新設届・申出
書（様式第１号）にその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共済契約者
が経営しているものであることを証する書類（附表１の⑴に掲げる添付書類）
を添えて機構に提出してください。
２　申出を行う場合の施設又は事業の単位は、次の各号に掲げるところによりま
す。
⑴　施設の設置又は事業の開始について、都道府県知事等の指定若しくは許可
若しくは認可を得る必要があるもの又は都道府県知事等へ届出の必要がある

もの
指定若しくは許可若しくは認可を受け又は届け出た施設又は事業別

⑵　前号に該当するもの以外のもの
定款に定められた施設又は事業別及び法人本部

３　機構は、申出施設等の申出を承諾したときは、申出施設等承諾書を共済契約
者に送付します。
４　機構が、申出施設等の申出を承諾したときは、その申出のあった日に申出施
設等となったものとみなします。
５　共済契約者は、申出施設等の承諾を受けたときは、遅滞なく、その旨を被共
済職員に通知してください。

（被共済職員等の受益）
第５条　被共済職員及びその遺族は、この共済契約の利益を受けます。

第３章　掛金の納付
（掛金の納付）
第６条　共済契約者は、毎事業年度（４月１日から翌年の３月31日までをいう。以
下同じ。）、機構に掛金を納付してください。

（掛金の額）
第７条　掛金の額は、第１号の社会福祉施設等職員に係る掛金の額と第２号の特定
介護保険施設等職員に係る掛金の額及び第３号の申出施設等職員に係る掛金の
額の合計額とします。
⑴　社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額（施行令第６条の規定
により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。）に毎事業年度の４月１
日において共済契約者が使用する社会福祉施設等職員数を乗じて得た額とし
ます。
⑵　特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に３を乗じて得た
額に毎事業年度の４月１日において共済契約者が使用する特定介護保険施設
等職員数を乗じて得た額とします。
ただし、以下の場合においては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金
の額は次に掲げる合計の額とします。
①　当該特定介護保険施設等職員が使用される事業所が、障害児通所支援事
業、老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老
人共同生活援助事業、居宅介護事業、重度訪問介護事業、同行援護事業、
行動援護事業、療養介護事業、生活介護事業、短期入所事業、重度障害者
等包括支援事業、自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業、
共同生活援助事業又は移動支援事業を行い、かつ、特定社会福祉事業に関
する業務量の割合（以下「特定社会福祉事業割合」という。）が３分の１
以上である場合にあっては、次に掲げる合計の額とします。
ア　単位掛金額に、毎事業年度の４月１日において当該事業所において使
用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割
合を乗じて得た数（その数に１に満たない端数があるときは、これを切
り捨てて得た数。以下「特定職員数」という。）を乗じて得た額。
イ　単位掛金額に３を乗じて得た額に、毎事業年度の４月１日において当
該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数から特定職員数
を控除して得た数を乗じて得た額。

②　障害児入所施設であって、かつ、児童福祉法第27条第１項の規定により
同項第３号の措置が取られた児童に関する業務量の割合（以下、「措置入
所障害児関係業務割合」という。）が零を上回る場合にあっては、次に掲
げる合計の額とします。
ア　単位掛金額に、当該事業年度の４月１日において当該施設において使
用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係業
務割合を乗じて得た数（その数に１に満たない端数のあるときは、これ
を切り捨てます。以下、「措置入所障害児関係業務従事職員数」という。）
を乗じて得た額
イ　単位掛金額に３を乗じて得た額に、当該事業年度の４月１日において
当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数から措置入所
障害児関係業務従事職員数を控除して得た数を乗じて得た額

⑶　申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に３を乗じて得た額に毎事
業年度の４月１日において共済契約者が使用する申出施設等職員数を乗じて
得た額とします。

２　新たに共済契約が締結された場合におけるその共済契約の申込みの日が属す
る事業年度分の掛金の額は、前項の規定にかかわらず、単位掛金額にその共済
契約の申込みの日における第１号に掲げる数と第２号に掲げる数とを合計した
数を乗じて得た額を12で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該
事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とします。
⑴　当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数（ただし、第１項第２
号ただし書に規定する場合にあっては、当該事業所において使用する特定介
護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数
（その数に１に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。次号
において「新規特定職員数」という。）を加えた数。
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⑵　当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員
の数とを合計した数に３を乗じて得た数。ただし第１項第２号ただし書に規
定する場合にあっては、当該合計した数から新規特定職員数を控除して得た
数に３を乗じて得た数。

（掛金の納付請求書の送付）
第８条　機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済契約者に送付しま
す。ただし、新たに共済契約が締結された場合におけるその契約の申込みの日
又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機構がその契約の申
込みを承諾するときに送付します。

（掛金の納付方法）
第９条　掛金は、機構の指定する口座に払い込んでください。
第10条　削除
（納付期限）
第11条　毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、その事業年度の５月31日とし
ます。ただし、第８条ただし書の掛金については、機構がその契約の申込みを
承諾した日から起算して２箇月を経過する日とします。

（納付期限の延長）
第12条　機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をそ
の納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延
長することができます。
２　共済契約者は、前項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとする
ときは、掛金納付期限延長承認申請書（様式第３号）を機構に提出してくださ
い。
３　機構は、第１項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、
その旨及び延長期限を共済契約者に通知します。

（割増金）
第13条　機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかったと
きは、その納付義務者に対し、割増金を請求することができます。
２　前項の割増金は、機構の請求に基づき納付してください。この場合に、割増
金の額は、掛金の額について年10.95％の割合で納付期限の翌日から納付の日
の前日までの日数によって計算した額とします。
３　前項の割増金を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間につ
いても365日当たりの割合とします。

（端数計算）
第14条　第７条第２項の掛金及び前条第２項の割増金の額に１円未満の端数がある
ときは、その端数を切り捨てます。

第４章　共済契約者の届出義務等
（経営者でなくなった者の届）
第15条　共済契約者は、社会福祉施設若しくは特定社会福祉事業（以下「社会福祉
施設等」という。）又は特定介護保険施設等の経営者でなくなったときは、遅
滞なく、社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の経営者でなくなった者の届
（様式第４号。以下「経営者でなくなった者の届」という。）に経営者でなくなっ
たことを証する書類（附表１の⑵に掲げる添付書類）を添えて機構に提出して
ください。ただし、次条の規定に該当し、同条の規定により、当該届書を機構
に提出する場合を除きます。

（共済契約者が変更した場合の届書等）
第16条　共済契約者である社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の経営者に次の
各号に掲げる変更が生じた場合において、変更後の経営者がその変更時から共
済契約を締結するときは、変更後の経営者は、遅滞なく、当該各号に掲げる届
書等（変更前の共済契約者の提出する届書を含む。）を機構に提出してください。
なお、本項から第３項までにおいて、経営者が変更したことを証する書類

又は経営者がその社会福祉施設等又は特定介護保険施設等を経営していること
を証する書類は、それぞれ附表１の⑶又は附表１の⑴に掲げる添付書類としま
す。
⑴　共済契約者である経営者が交代した場合（経営者交替）
変更前の共済契約者	 経営者でなくなった者の届
変更後の経営者	 申込書及び経営者が変更したことを証する書類
⑵　共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の一部が分
離独立した場合（分離独立）

変更前の共済契約者	 共済契約対象施設等一部廃止等届（様式第12号）
変更後の経営者	 申込書及び経営者が変更したことを証する書類
⑶　２以上の共済契約者が合併して、新たに社会福祉法人を設立した場合（新
設合併）

変更前の共済契約者	 経営者でなくなった者の届
変更後の経営者	 申込書及び経営者が変更したことを証する書類
⑷　共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の一部が、
社会福祉施設等又は特定介護保険施設等を経営している共済契約者以外の経
営者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等となった場合（分離
移管と新規加入）

変更前の共済契約者	 共済契約対象施設等一部廃止等届（様式第12号）
変更後の経営者	 	申込書並びに新規加入の社会福祉施設等又は特定介護保険施

設等について「経営者がその社会福祉施設等又は特定介護保
険施設等を経営していることを証する書類」及び分離移管の
社会福祉施設等又は特定介護保険施設等について「経営者が
変更したことを証する書類」

⑸　共済契約者の経営する社会福祉施設等及び特定介護保険施設等の全部が、
社会福祉施設等を経営している共済契約者以外の経営者の経営する社会福祉
施設等及び特定介護保険施設等となった場合（吸収合併と新規加入）

変更前の共済契約者	 経営者でなくなった者の届
変更後の経営者	 	申込書並びに新規加入の社会福祉施設等及び特定介護保険施

設等について「経営者がその社会福祉施設等又は特定介護保
険施設等を経営していることを証する書類」及び吸収合併の
社会福祉施設等又は特定介護保険施設等について「経営者が
変更したことを証する書類」

２　共済契約者である社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の経営者に次の各
号に掲げる変更が生じた場合において、変更後の経営者が共済契約者であると
きは、変更後の共済契約者は、遅滞なく、当該各号に掲げる届書等（変更前の
共済契約者の提出する届書を含む。）を機構に提出してください。
⑴　共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の一部が、
他の共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等となった
場合（分離移管）

変更前の共済契約者	 共済契約対象施設等一部廃止等届（様式第12号）
変更後の共済契約者	 	施設等新設届・申出書（様式第１号）による社会福祉施設等

新設の届又は特定介護保険施設等の申出及び経営者が変更し
たことを証する書類

⑵　共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の全部が、
他の共済契約者の経営する社会福祉施設等又は特定介護保険施設等となった
場合（吸収合併）

変更前の共済契約者	 経営者でなくなった者の届
変更後の共済契約者	 	施設等新設届・申出書（様式第１号）による社会福祉施設等

新設の届又は特定介護保険施設等の申出及び経営者が変更し
たことを証する書類

３　申出施設等の経営者に変更が生じた場合において、変更後の経営者がその変
更時に申出施設等の申出を行うときは、次に掲げる届出等（変更前の共済契約
者の提出する届書については、第１項又は第２項に該当し同時に提出する場合
を除く。）を機構に提出してください。
変更前の共済契約者	 共済契約対象施設等一部廃止等届（様式第12号）
	 	 又は　経営者でなくなった者の届
変更後の共済契約者	 	施設等新設届・申出書（様式第１号）による申出施設等の申

出及び経営者が変更したことを証する書類
（中小企業退職金共済契約締結届）
第17条　共済契約者は、その共済契約に係る被共済職員につき中小企業退職金共済
法（昭和34年法律第160号）の規定による退職金共済契約を締結したときは、
遅滞なく、中小企業退職金共済契約締結届（様式第５号）を機構に提出してく
ださい。

（掛金納付対象職員届）
第18条　共済契約者は、毎事業年度、４月１日において使用する被共済職員につい
て、掛金納付対象職員届（様式第２号）を同月末日までに機構に提出してくだ
さい。ただし、当該事業年度の４月１日に新たに社会福祉施設等を新設し、又
は社会福祉施設等の経営の移管を受け第16条第２項又は第24条に規定する社会
福祉施設等新設の届出を行う被共済職員、同日に新たに第４条の２又は第16条
第２項に規定する特定介護保険施設等の申出を行う被共済職員及び同日に新た
に第４条の３又は第16条第３項の規定により申出施設等の申出を行う被共済職
員を除きます。
２　前項の届書を提出する場合において、被共済職員につき、業務上負傷し又は
疾病にかかり、療養のために当該社会福祉施設等又は特定介護保険施設等又は
申出施設等（以下「共済契約対象施設等」という。）の業務に従事しなかった
月があるときは、その負傷又は疾病が業務に起因したものであることを証する
書類を添えてください。
３　第７条第１項第２号ただし書に規定する特定介護保険施設等職員が使用され
る事業所が、その運営を前年度３月２日以後に開始して、第１項の届書を届け
出た又は当該事業年度の４月１日における特定介護保険施設等として施設等新
設届・申出書（様式第１号）により申し出た場合であって、当該届書又は申出
書に記載した特定職員数の見込数と異なるときは、特定職員数の見込数変更届
（様式第２号の２）に当該特定職員数を記載のうえ、当該事業年度の５月末日
までに提出してください。

（被共済職員育児休業の届出）
第19条　共済契約者は、被共済職員から共済法第11条第４項に規定する育児休業（以
下「育児休業」という。）の申出を受けたときは、掛金納付対象職員届（様式
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第２号）により機構に届け出てください。ただし、当該被共済職員が退職した
場合は、被共済職員退職届（以下、「退職届」という。）（様式第７号）により
届け出てください。
２　前項の規定により届け出た育児休業の期間に変更があった場合は、翌事業年
度の掛金納付対象職員届（様式第２号）により機構に届け出てください。ただ
し、当該被共済職員が翌事業年度までに退職した場合は、退職届（様式第７号）
により届け出てください。

（被共済職員加入の届）
第20条　共済契約者は、新たに被共済職員となった者があるときは、遅滞なく、被
共済職員加入届（様式第６号）を機構に提出してください。（第４条の２、第
４条の３、第16条又は第24条に規定する施設等新設届・申出書（様式第１号）
による届出又は申出及び当該事業年度の４月１日に新たに被共済職員となり、
第18条に規定する掛金納付対象職員届（様式第２号）により加入の届出を行う
場合を除く。）

（被共済職員退職の届）
第21条　共済契約者は、退職（被共済職員が第30条第１項第２号若しくは第３号、
第２項又は第31条第１項、第２項の規定による共済契約の解除以外の理由によ
り被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。）した者があるときは、遅滞
なく、退職届（様式第７号）を機構に提出してください。ただし、第18条に規
定する掛金納付対象職員届（様式第２号）により退職の届出をしたものであっ
て、かつ、被共済職員となった日から起算して１年に満たないで退職したもの
は、除きます。
２　第18条第２項の規定は、前項の場合に準用します。
３　退職した者が第34条第１項第２号の規定に該当するときは、退職届（様式第
７号）に次の書類を添えてください。
⑴　業務上の負傷又は疾病により退職した場合は、障害の程度が厚生年金保険
法（昭和29年法律第115号）第47条第２項に規定する障害等級（附表２）に
該当することを証する書類（障害厚生年金の受給を証する書類又は医師の診
断書）及び業務に起因することを証する書類（労働者災害補償保険法（昭和
22年法律第50号）に基づく補償に該当することを証する書類等）
⑵　業務上死亡したことにより退職した場合は、その死亡が業務に起因するこ
とを証する書類

４　退職した者が第41条の規定に該当するときは、退職届（様式第７号）に共済
契約者の事情を説明した書類及びその事実を証する書類を添えてください。

（共済契約者間継続職員異動届）
第22条　共済契約者は、他の共済契約者が使用する被共済職員を当該他の共済契約
者の同意を得て、当該被共済職員が退職手当金を請求しないで引き続き自己の
使用する被共済職員とした場合は、遅滞なく、共済契約者間継続職員異動届（様
式第８号）を機構に提出してください。ただし、経営の移管による場合を除き
ます。
２　前項の共済契約者間継続職員異動届は、被共済職員を異動前に使用していた
共済契約者と連名で行ってください。

（共済契約対象（外）施設等異動届）
第22条の２　共済契約者は、その使用する被共済職員で引き続き１年以上の被共済
職員である者が、退職手当金を請求しないでその者に係る共済契約者の経営す
る共済契約対象施設等以外の施設又は事業（以下「共済契約対象外施設等」と
いう。）の業務に常時従事することを要するものとなった場合、又は共済契約
対象施設等の業務及び共済契約対象外施設等の業務を兼務することを要するも
のとなった場合（兼務するそれぞれの業務の勤務時間の１週間の合計が、当該
共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の１週間の勤務時間に見合う場合
に限る。）、若しくはその者が共済契約対象外施設等から再び当該共済契約者の
経営する共済契約対象施設等に復帰することとなった場合は、遅滞なく、共済
契約対象(外)施設等異動届（様式第９号）を機構に提出してください。（第４
条の２、第４条の３、第16条又は第24条の規定により施設等新設届・申出書（様
式第１号）による届出又は申出及び当該事業年度の４月１日に共済契約対象外
施設等から再び当該共済契約者の経営する共済契約対象施設等に復帰すること
となった被共済職員で、第18条に規定する掛金納付対象職員届（様式第２号）
による共済契約対象施設等に復帰の届出を行う場合を除く。）
２　被共済職員が、共済契約対象外施設等へ異動後、共済契約対象施設等に復帰
前に退職した場合は退職届（様式第７号）を提出してください。
なお、その場合の退職日は、共済契約対象外施設等へ異動した日の前日とな
りますので、異動日前６箇月（被共済職員期間となる月）の本俸月額を記録保
存しておいてください。

（共済契約者氏名等変更の届）
第23条　共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所等を変更したときは、速や
かに、共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書（様式第10号）を
機構に提出してください。

（社会福祉施設等新設の届）
第24条　共済契約者は、新たに社会福祉施設等を新設し、又は社会福祉施設等の経
営の移管を受けたときは、速やかに、施設等新設届・申出書（様式第１号）に

社会福祉施設等を経営していることを証する書類（附表１の⑴に掲げる添付書
類）を添えて機構に提出してください。ただし、第16条第２項の規定に該当し、
同項の規定により、当該届書を機構に提出する場合を除きます。

（共済契約対象施設等一部廃止等届）
第25条　共済契約者は、共済契約対象施設等の一部について廃止し若しくは休止し、
又は経営を移管したときは、速やかに、共済契約対象施設等一部廃止等届（様
式第12号）に共済契約対象施設等の一部を廃止、休止したことを証する書類（附
表１の⑵に掲げる添付書類）を添えて機構に提出してください。ただし、第16
条の規定に該当し、同条の規定により、当該届書を機構に提出する場合を除き
ます。

（被共済職員氏名変更の届出）
第26条　被共済職員は、その氏名を変更したときは、速やかに、その旨及び変更の
年月日を共済契約者に申出てください。
２　共済契約者は、前項の申出を受けたときは、掛金納付対象職員届（様式第２
号）又は退職届（様式第７号）に併せて機構に届け出てください。

（その他の届出）
第27条　第15条から前条までに規定するほか、共済契約者は、被共済職員の従業の
状況に関する事項について機構から届出を求められたときは、速やかに、その
事項を記載した届書を機構に提出してください。

（届書等の経由）
第28条　共済契約者は、第21条に規定する退職届及び第38条第１項の規定による退
職手当金請求書・合算申出書（様式第７号の２。以下、「請求書・申出書」と
いいます。）を提出するときは、業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）を
経由して機構に提出してください。
２　所在する都道府県において業務委託先が存在しないときは、機構に直接提出
してください。

（被共済職員の従業状況の記録及び保存）
第29条　共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、その出勤、欠勤、出張、
外勤、産前産後の休業、育児休業、介護休業（共済法第11条第３項に規定する
介護休業をいう。以下同じ。）、業務上の負傷又は疾病による休業等に関する従
業状況を記録し、その記録を作成の日から２年間、保存しておいてください。

第５章　共済契約の解除
（機構が行う契約の解除）
第30条　機構は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除します。
⑴　共済契約者が、社会福祉施設等又は特定介護保険施設等の経営者でなく
なったとき。
⑵　共済契約者が、納付期限後２箇月以内に掛金を納付しなかったとき。
⑶　共済契約者が、その共済契約に係る被共済職員について、中小企業退職金
共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。　

２　機構は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができます。
⑴　共済契約者が、第15条から第27条までの規定に違反して、届出をせず、又
は虚偽の届出をしたとき。
⑵　共済契約者が、第29条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽
の記録を作成し、又は同条の記録をその作成の日から起算して２年間、保存
しなかったとき。
⑶　共済契約者の代表者又はその代理人、使用人その他の従業者が厚生労働大
臣又は都道府県知事が行う立入検査にあたり、その職員の質問に対して答弁
せず、若しくは虚偽の陳述をし、又はその職員の検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したとき。

３　機構は、前２項の規定により共済契約を解除したときは、解除の理由を付し
て、その旨を共済契約者に通知します。
４　機構は、第１項又は第２項の規定により共済契約者を解除したときは、その
契約に係る被共済職員にその旨を通知します。

（共済契約者が行う契約の解除）
第31条　共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、共済契約を解除
することができます。
２　共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従
事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち
当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができます。
３　共済契約者は、第１項の規定により共済契約を解除するときは、退職手当共
済契約解除通知書（様式第13号）に被共済職員の従業状況報告及び同項の同意
があったことを証する書類を添付のうえ、機構に提出してください。
４　共済契約者は、第２項の規定により共済契約を解除するときは、退職手当共
済契約部分解除通知書（様式第13号の２）に当該被共済職員の従業状況報告及
び同項の同意があったことを証する書類を添付のうえ、機構に提出してくださ
い。

（契約解除の効力）
第32条　共済契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。
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第６章　退職手当金の支給、差止め及び支給制限等
（退職手当金の支給）
第33条　機構は、被共済職員が退職したときは、その者（退職が死亡によるもので
あるときは、その遺族）に対し、退職手当金を支給します。ただし、被共済職
員となった日から起算して１年に満たないで退職したときは、退職手当金は支
給しません。

（退職手当金の算出方法）
第34条　退職手当金の額は、次の各号の区分によって算出した額とします。この場
合において、被共済職員期間（年数）の計算は、次条の規定により行います。
ただし、算出した額が、施行令第３条に定める額（以下「計算基礎額」という。）
に60を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額とします。　
⑴　被共済職員が退職した場合は、次の被共済職員期間の区分により算出した
額とします。
ア　１年以上10年まで計算基礎額×年数×52.2/100
イ　11年以上15年まで（計算基礎額×10年×69.6/100）＋（計算基礎額×10
年をこえる期間の年数×76.56/100）
ウ　16年以上19年まで（計算基礎額×10年×78.3/100）＋（計算基礎額×５
年×86.13/100）＋（計算基礎額×15年をこえる期間の年数×125.28/100）
エ　20年以上（計算基礎額×10年×87/100）＋（計算基礎額×10年×
99/100）＋（計算基礎額×５年×95.7/100）＋（計算基礎額×５年×
139.2/100）＋（計算基礎額×21年から25年までの期間の年数×174/100）
＋（計算基礎額×26年から30年までの期間の年数×139.2/100）＋（計算
基礎額×31年をこえる期間の年数×104.4/100）

⑵　業務上の負傷若しくは疾病により厚生年金保険法第47条第２項に規定する
障害等級（附表２）に該当する程度の障害の状態になったことにより、又は
業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が１年以上19年まで
である場合、前号の規定にかかわらず、次の被共済職員期間の区分により算
出した額とします。
（計算基礎額×10年までの期間×87/100）＋（計算基礎額×11年から15年
までの期間の年数×95.7/100）＋（計算基礎額×16年から19年までの期間の
年数×139.2/100）

２　共済契約者が、退職手当金の計算基礎額を有利なものとするため、被共済職
員の退職前にその者の本俸を不当に改定したと認められる場合は、機構は適正
な計算基礎額により退職手当金の額を算出することができるものとします。

（被共済職員期間の計算）
第35条　被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済
職員となった日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月までをこ
れに算入します。
２　前項の場合において、その者が被共済職員期間となった日の属する月から被
共済職員でなくなった日の属する月までの期間のうちに、その者がその共済契
約対象施設等の業務に従事した日数が10日以下である月があるときは、その月
は、同項の規定にかかわらず、被共済職員期間に算入しません。
３　被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のためにその共済契約対
象施設等の業務に従事しなかった期間及び介護休業によりその業務に従事しな
かった期間並びに女性である被共済職員が出産前６週間（多胎妊娠の場合に
あっては、14週間）及び出産後８週間においてその業務に従事しなかった期間
は、前項の規定の適用については、その被共済職員は、その業務に従事したも
のとみなします。
４　被共済職員が育児休業によりその共済契約対象施設等の業務に従事しなかっ
た場合は、前２項の規定にかかわらず、その業務に従事しなくなった日の属す
る月からその業務に従事することとなった日の属する月までの間の月数の２分
の１に相当する月数は、被共済職員期間に算入します。ただし、その業務に従
事しなくなった日又はその業務に従事することとなった日の属する月が前３項
の規定により被共済職員期間に算入されるときは、その月については、この限
りではありません。
５　被共済職員が被共済職員でなくなった日の属する月にさらに被共済職員と
なった場合において、その月がその被共済職員でなくなったことによって支給
される退職手当金の計算の基礎となっているときは、その月は、第１項の規定
にかかわらず、その被共済職員となった後の期間に係る被共済職員期間に算入
しません。
６　引き続き１年以上被共済職員であった者が、第30条第１項第２号若しくは第
３号、第２項又は第31条第１項、第２項の規定によって共済契約が解除された
ことにより被共済職員でなくなった場合において、その者が、被共済職員でな
くなった日から起算して１箇月以内にさらに被共済職員となり、引き続き１年
以上被共済職員であったときは、第１項の規定の適用については、その者は、
その間引き続き被共済職員であったものとみなし、その者が、被共済職員でな
くなった日から起算して１箇月をこえ、同日から起算して５年以内にさらに被
共済職員となり、引き続き１年以上被共済職員であったときは、前後の各期間
につき前５項の規定により計算した被共済職員期間を合算します。
７　引き続き１年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営す

る共済契約対象外施設等の業務に従事することを要するものとなったこと、又
はその者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約
対象外施設等の業務を兼務することを要するものとなったこと（兼務するそれ
ぞれの業務の勤務時間の１週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常
時従事する者の１週間の勤務時間に見合う場合に限る。）により退職した場合
においてその者が、退職した日から起算して５年以内に退職手当金を請求しな
いで再び当該共済契約者の経営する共済契約対象施設等に係る職員となったと
きは、共済法第11条第７項の規定により、前後の各期間につき１項から５項ま
での規定によって計算した被共済職員期間を合算します。
８　前項の規定による場合のほか、引き続き１年以上被共済職員である者が退職
した場合（第41条第１項に該当する場合を除く。）において、その者が、退職
した日から起算して３年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員と
なり、かつ、その者が機構に申し出たときは、前後の各期間につき第１項から
第５項までの規定によって計算した被共済期間を合算します。
９　被共済職員期間（前３項の規定により２以上の被共済職員期間を合算すべき
場合には、合算後の被共済職員期間）に１年未満の端数がある場合には、その
端数は、切り捨てます。

（共済契約者が変更した場合の被共済職員期間）
第36条　共済契約対象施設等の経営者に変更が生じた場合において、第16条に規定
する届書等が機構に提出されたときは、変更前の共済契約者に使用されていた
被共済職員で引き続き変更後の共済契約者に使用されるに至ったものは、変更
前の共済契約者に使用される被共済職員となった時から引き続き変更後の共済
契約者に係る被共済職員であったものとみなします。

（遺族の範囲及び順位）
第37条　第33条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲
げる者とします。
⑴　配偶者（届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者を含む。）
⑵　子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてそ
の収入によって生計を維持していたもの
⑶　前項に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によっ
て生計を維持していた親族
⑷　子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第２号に該当しないもの
２　退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項
第２号及び第４号に掲げる者のうちにあっては、その各号に規定する順序によ
ります。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖
父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の
実父母の順序によります。
３　前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あ
るときは、退職手当金は、その人数によって等分して支給します。

（退職手当金の請求）
第38条　共済契約者は、第33条の規定により退職手当金の支給を受けることができ
る者に対し、請求書・申出書（様式第７号の２）を交付してください。
２　退職手当金を請求しようとする者（以下「請求者」という。）は、共済契約
者を経由して請求書を機構に提出してください。
３　引き続き１年以上被共済職員である者が、退職手当金を請求せず、３年以内
に再び被共済職員となるときは合算制度を利用することができます。
４　請求者が被共済職員の遺族であるときは、請求書・申出書に次に掲げる書類
を添えてください。
⑴　請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸
籍の謄本（請求者が届出をしていないが被共済職員の死亡の当時事実上婚姻
関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を明らかにすることが
できる書類）
⑵　請求者が前条第１項第２号又は第３号に掲げる者であるときは、被共済職
員の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを明らか
にすることができる書類
⑶　請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より
先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類

５　退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が２人以上あるときは、退職
手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定
め、その者により行ってください。
６　前項の代理人は、その権限を証する書類を請求書に添えてください。
７　退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者
の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前４項の規定によるほか、
請求書・申出書にその相続人がその退職手当金の支給を受けることができる者
の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えてください。

（退職手当金の支給方法）
第39条　退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関のその者の口座への振込
みの方法によるものとします。
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（支払の差し止め）
第40条　機構は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、
その退職の日の属する事業年度の掛金を納付するまでは、その退職に係る退職
手当金の支払を差し止めすることができます。

（支給の制限）
第41条　機構は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行に
より退職したときは、退職手当金を支給しません。
２　機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しません。
被共済職員の死亡前に、その者の死亡によって退職手当金の支給を受けるべき
者を故意に死亡させた者にも、同様とします。
３　機構は、共済法に規定する退職と認められない請求に対して、退職手当金を
支給しません。

（譲渡等の禁止）
第42条　退職手当金の支給を受ける権利は、共済法第14条の規定により、譲り渡し、
担保に供し、又は差し押さえることができません。ただし、国税滞納処分（そ
の例による処分を含む。）により差し押さえる場合はこの限りではありません。

第７章　雑　則
（退職手当金の返還）
第43条　偽りその他不正の行為により退職手当金の支給を受けた者がある場合は、
機構は、その者から当該退職手当金を返還させることができます。この場合に
おいて、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであると
きは、機構は、当該共済契約者に対して、支給を受けた者と連帯して退職手当
金を返還させることができます。

（時効）
第44条　退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受ける
権利は、共済法第20条の規定により、５年を経過したときは、時効によって消
滅します。

（立入検査）
第45条　厚生労働大臣又は都道府県知事は、共済法第23条の規定により必要がある
と認めるときは、その職員をして、共済契約者の経営する共済契約対象施設等
に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入って、被共済職員若し
くは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこれらの事項に関する
帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ
の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存
がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させることができ
ます。

（被共済職員原簿の閲覧請求）
第46条　被共済職員又は被共済職員であった者は、自己に利害関係のある範囲内に
おいて、被共済職員原簿の閲覧を請求することができます。ただし、記録の保
存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りではありません。

（あっせん）
第47条　共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛金に関して、機構と共済契
約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場合、共済契約の申込者又は
共済契約者は、共済法第25条第１項の規定により、厚生労働大臣に対して、そ
の紛争の解決についてあっせんを請求することができます。
２　被共済職員期間又は退職手当金に関して、機構と被共済職員又は被共済職員
であった者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、被共済職員
又は被共済職員であった者若しくはその遺族は、共済法第25条第２項の規定に
より、前項と同様の請求することができます。
３　前２項の規定によるあっせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を
厚生労働大臣に提出して行ってください。
⑴　請求者の氏名又は名称及び住所
⑵　紛争の内容
⑶　紛争の経過概要
４　厚生労働大臣は、あっせんを終了したときは、その経過概要を請求者及び機
構に通知するものとされています。

（罰則）
第48条　次の各号の一に該当する者は、共済法第28条の規定により、20万円以下の
罰金に処せられます。
⑴　第15条から第27条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を
した者
⑵　第29条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、
又は同条の記録をその作成の日から起算して２年間、保存しなかった者
⑶　厚生労働大臣又は都道府県知事が行う立入検査にあたり、その職員の質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はその職員の検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した者

２　法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して
前項の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人に対しても

同項の刑が科せられます。
（共済契約者番号の記載）
第49条　共済契約者は、機構に提出する書類には、共済契約者番号を記載してくだ
さい。

（共済契約証書再交付の申出）
第50条　共済契約者は、共済契約証書を紛失し、又はき損したときは、速やかに、
共済契約者氏名等変更届・共済契約証書再交付申出書（様式第10号）を機構に
提出してください。き損した場合にあっては、同申出書に共済契約証書を添え
てください。
２　機構は、前項の申出があったときは、共済契約証書を作成し、共済契約者に
再交付します。
３　共済契約証書を紛失した場合において、元の共済契約証書を発見したときは、
速やかに、機構に送付してください。

（個人情報の取扱い）
第51条　機構は、被共済職員等に係る個人情報を退職手当共済業務及びこれに附帯
する業務に必要な範囲で利用することとし、その保護に努めるものとします。

（特定個人情報の取扱い）
第52条　機構は、税務手続きのために取得する個人番号および特定個人情報につい
ては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成25年法律第27号）に定める範囲で利用することとし、その適切な管理
のために必要な安全管理措置を講じるものとします。

附　則
１　この約款の一部改正は、平成18年４月１日から実施します。
２　この約款の一部改正の前日に被共済職員であった者のうち、約款の一部改正
以後に特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使用される
者に限る。）については、社会福祉施設等職員とみなされ、第７条の規定が適
用されます。
３　この約款の一部改正以後に共済法施行令附則第２項の施設の転換をする場合
において、転換日の前日に被共済職員であった者のうち、転換日以後において
当該転換後の施設に係る特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継
続して使用される者に限る。）については、社会福祉施設等職員とみなされ、
第７条の規定が適用されます。
４　前項に掲げる転換において、当該転換をする日（以下「転換日」という。）
前に転換されることとなる施設を経営していた共済契約者が、転換日前に、施
設を転換する日以後新たに使用する職員について加入させない旨の届出（様式
第16号の２）をもって機構に届け出たときは、転換日以後新たに共済契約者に
使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者とな
る者については、被共済職員でないものとします。
５　第３項に掲げる転換を行う場合、社会福祉施設等から特定介護保険施設等へ
の転換届（様式第16号）を機構に提出してください。
６　第７条第１項第２号のただし書に規定する場合であって、特定職員数が当該
事業所における附則第２項の職員（以下この項及び次項において「既加入職員」
という。）の数より多いときは、当該既加入職員については、社会福祉施設等
職員とみなされません。
７　第７条第１項第２号のただし書に規定する場合であって、特定職員数が当該
事業所における既加入職員の数より少ないとき、又は既加入職員の数と同じで
あるときは、当該事業所については、ただし書の規定は適用されません。
８　この約款の一部改正の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者
が、当該特定介護保険施設等の被共済職員であって約款の一部改正実施後に被
共済職員となったもののすべての同意を得たときは、第31条第２項の規定にか
かわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部
分を解除することができます。
９　附則第３項に掲げる場合において、当該転換後の施設を経営している共済契
約者が、当該転換後の施設の被共済職員であって転換日以後に被共済職員と
なったもののすべての同意を得たときは、第31条第２項の規定にかかわらず、
当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除す
ることができます。
10　前２項の規定による退職手当共済契約の解除は、第32条、第21条、第35条第
６項の規定の適用については、第31条第２項の規定による退職手当共済契約の
解除とみなします。
11　共済契約者は、附則第８項又は第９項の規定による共済契約を解除するとき
は、退職手当共済契約部分解除通知書（様式第13号の２）に当該被共済職員の
従業状況報告及び同項の同意があったことを証する書類を添付のうえ、機構に
提出してください。
12　削除
13　次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する被共済職員がこの約款
の一部改正の実施日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したも
のとみなして、現に退職した日を政令第３条の退職した日とした場合の計算基
礎額により、改正前の約款第34条及び第35条の規定並びに平成13年４月１日改
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正前の約款第34条及び第35条の規定の例により計算した場合の退職手当金の額
が、改正後の約款第34条及び第35条の規定により計算した場合の退職手当金の
額よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額
とします。
⑴　実施日の前日に被共済職員であった者が、実施日以後に退職した場合
⑵　実施日前に被共済職員でなくなった者で実施日以後にさらに改正後の約款
に規定する被共済職員となったものが、実施日以後に退職し、かつ、改正後
の約款第35条第６項又は第７項の規定により実施日前の被共済職員期間と実
施日以後の被共済職員期間とが合算される場合

14　平成18年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。

附　則
１　この約款の一部改正は、平成20年３月１日から実施します。
２　平成20年３月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。

附　則
１　この約款の一部改正は、平成22年４月１日から実施し、附則（平成18年４月
１日）12中「都道府県社会福祉協議会等」とあるのは「業務委託先（都道府県
社会福祉協議会等）」とします。
２　平成22年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。

附　則
１　平成22年６月30日以降は、改正後の様式を使用することとします。

附　則
１　平成24年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。

附　則
１　平成25年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。

附　則
１　この約款の一部改正は、平成27年４月１日から実施します。
２　平成27年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。

附　則
１　この約款の一部改正は、平成28年４月１日から実施します。
２　この約款の一部改正の前日に被共済職員であった者のうち、約款の一部改正
以後に特定介護保険施設等職員であるもの（共済契約者に継続して使用される
者であって、施行の際現に存する障害者支援施設等の業務に常時従事するもの
に限る）については、社会福祉施設等職員とみなされ、第７条の規定が適用さ
れます。
３　第34条において、当分の間、退職した者の被共済職員期間が43年以上である
場合の被共済職員期間は35年とみなし、次の被共済職員期間の区分により算出
した額とします。
（計算基礎額×10年×130.5/100）＋（計算基礎額×15年×143.55/100）＋（計
算基礎額×９年×156.6/100）＋（計算基礎額×91.35/100）
４　第７条第１項第２号のただし書きに規定する場合であって、措置入所障害児
関係業務従事職員数が当該事業所における附則第２項の職員（以下、この項及
び次項において「既加入職員」という。）の数より多いときは、当該既加入職
員については、社会福祉施設等職員とみなされません。
５　第７条第１項第２号のただし書きに規定する場合であって、措置入所障害児
関係業務従事職員数が当該事業所における既加入職員の数より少ないとき又は
既加入職員の数と同じであるときは、当該特定介護保険施設等職員については、
ただし書きの規定は適用されません。
６　この約款の一部改正の際現に特定介護保険施設等（障害者支援施設等に限る）
を経営している共済契約者が、当該介護保険施設等の被共済職員であって約款
の一部改正実施後に被共済職員となったもののすべての同意を得たときは、第
31条第２項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た
被共済職員に関する部分を解除することができます。
７　前項の規定による退職手当共済契約の解除は、第32条、第21条、第35条第６
項の規定については、第31条第２項の規定による退職手当共済契約の解除とみ
なします。
８　共済契約者は、附則第６項の規定による共済契約を解除するときは、退職手
当共済契約部分解除通知書（様式第13号の２）に当該被共済職員の従業状況報
告及び同項の同意があったことを証する書類を添付のうえ、機構に提出してく
ださい。
９　次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する被共済職員がこの約款
の一部改正の実施日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したも
のとみなして、現に退職した日を政令第３条の退職した日とした場合の計算基
礎額により、改正前の約款第34条及び第35条の規定、平成13年４月１日改正前

の約款第34条及び第35条の規定並びに平成18年４月１日改正前の約款第34条及
び第35条の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、改正後の約款第
34条及び第35条の規定により計算した場合の退職手当金の額よりも多いとき
は、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とします。
⑴　実施日の前日に被共済職員であった者が、実施日以後に退職した場合
⑵　実施日前に被共済職員でなくなった者で実施日以後にさらに改正後の約款
に規定する被共済職員となったものが、実施日以後に退職し、かつ、改正後
の約款第35条第６項又は第７項の規定により実施日前の被共済職員期間と実
施日以後の被共済職員期間とが合算される場合

10　平成28年４月１日以降は、改正後の様式を使用することとします。

（約款様式は省略）
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